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平成２４年第１回京丹波町議会定例会（第１号）                              平成２４年 ３月 ２日（金）                             開会  午前 ９時００分 １ 議事日程   第 １ 会議録署名議員の指名   第 ２ 会期の決定              自 平成２４年 ３月 ２日                           ２６日間              至 平成２４年 ３月２７日   第 ３ 諸般の報告   第 ４ 町長施政方針説明   第 ５ 請願の委員会付託   第 ６ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について   第 ７ 議案第 ４号 京丹波町町営バス運行事業条例の一部を改正する条例の制定につ              いて   第 ８ 議案第 ５号 京丹波町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す              る条例の一部を改正する条例の制定について   第 ９ 議案第 ６号 京丹波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例              の一部を改正する条例の制定について   第１０ 議案第 ７号 京丹波町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の              一部を改正する条例の制定について   第１１ 議案第 ８号 京丹波町職員の管理職手当に関する条例の一部を改正する条例の              制定について   第１２ 議案第 ９号 京丹波町税条例の一部を改正する条例の制定について   第１３ 議案第１０号 京丹波町病院事業条例の一部を改正する条例の制定について   第１４ 議案第１１号 京丹波町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について   第１５ 議案第１２号 京丹波町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条              例の制定について   第１６ 議案第１３号 町道の路線認定について   第１７ 議案第１４号 平成２４年度京丹波町一般会計予算 
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  第１８ 議案第１５号 平成２４年度京丹波町国民健康保険事業特別会計予算   第１９ 議案第１６号 平成２４年度京丹波町後期高齢者医療特別会計予算   第２０ 議案第１７号 平成２４年度京丹波町介護保険事業特別会計予算   第２１ 議案第１８号 平成２４年度京丹波町水道事業特別会計予算   第２２ 議案第１９号 平成２４年度京丹波町下水道事業特別会計予算   第２３ 議案第２０号 平成２４年度京丹波町土地取得特別会計予算   第２４ 議案第２１号 平成２４年度京丹波町育英資金給付事業特別会計予算   第２５ 議案第２２号 平成２４年度京丹波町町営バス運行事業特別会計予算   第２６ 議案第２３号 平成２４年度京丹波町須知財産区特別会計予算   第２７ 議案第２４号 平成２４年度京丹波町高原財産区特別会計予算   第２８ 議案第２５号 平成２４年度京丹波町桧山財産区特別会計予算   第２９ 議案第２６号 平成２４年度京丹波町梅田財産区特別会計予算   第３０ 議案第２７号 平成２４年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計予算   第３１ 議案第２８号 平成２４年度京丹波町質美財産区特別会計予算   第３２ 議案第２９号 平成２４年度国保京丹波町病院事業会計予算  ２ 議会に付議した案件   議事日程のとおり  ３ 出席議員（１６名）    １番  小 田 耕 治 君    ２番  篠 塚 信太郎 君    ３番  村 山 良 夫 君    ４番  梅 原 好 範 君    ５番  横 山   勲 君    ６番  山 田   均 君    ７番  東   まさ子 君    ８番  岩 田 恵 一 君    ９番  松 村 篤 郎 君   １０番  坂 本 美智代 君   １１番  西 山 和 樹 君 
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  １２番  原 田 寿賀美 君   １３番  北 尾   潤 君   １４番  森 田 幸 子 君   １５番  山 内 武 夫 君   １６番  野 口 久 之 君  ４ 欠席議員（０名）  ５ 説明のため、地方自治法第１２１条の規定により出席を求めた者（２１名）   町 長     寺 尾 豊 爾 君   副 町 長     畠 中 源 一 君   教 育 長     朝 子 照 夫 君   会 計 管 理 者     岡 本 佐登美 君   参 事     岩 崎 弘 一 君   参 事     野 間 広 和 君   瑞 穂 支 所 長     山 森 英 二 君   和 知 支 所 長     藤 田   真 君   総 務 課 長     伴 田 邦 雄 君   監 理 課 長     山 田 洋 之 君   企 画 政 策 課 長     中 尾 達 也 君   税 務 課 長     一 谷   寛 君   住 民 課 長     下伊豆 かおり 君   保 健 福 祉 課 長     堂 本 光 浩 君   子育て支援課長     山 田 由美子 君   医 療 政 策 課 長     藤 田 正 則 君   産 業 振 興 課 長     久 木 寿 一 君   土 木 建 築 課 長     十 倉 隆 英 君   水 道 課 長     木 南 哲 也 君   教 育 次 長     谷   俊 明 君   代 表 監 査 委 員     船 越   肇 君  
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６ 出席事務局職員（２名）   議 会 事 務 局 長     長 澤   誠   書 記     上 西 貴 幸  
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開会 午前 ９時００分 ○議長（野口久之君） 皆さんおはようございます。   本日は大変お忙しい中、定刻にご参集いただき、まことにありがとうございます。   ただいまの出席議員は１６名であります。   定足数に達しておりますので、平成２４年第１回京丹波町議会定例会を開会いたします。   直ちに本日の会議を開きます。  《日程第１、会議録署名議員の指名》 ○議長（野口久之君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。   会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、５番議員・横山 勲君、６番議員・山田 均君を指名いたします。  《日程第２、会期の決定》 ○議長（野口久之君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。   お諮りいたします。   今期定例会の会期は、本日から３月２７日までの２６日間といたしたいと思います。   ご異議ございませんか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） ○議長（野口久之君） ご異議なしと認めます。   よって、会期は、本日から３月２７日までの２６日間と決しました。   会期中の予定については、事前に配付の会期日程表のとおりであります。  《日程第３、諸般の報告》 ○議長（野口久之君） 日程第３、諸般の報告を行います。   本定例会に町長から提出されています案件は、諮問第１号ほか２６件です。後日、町長から追加議案の提出があります。   提案説明のため、町長ほか関係者の出席を求めました。   ２月２９日に、議会運営委員会が開催され、本定例会の運営について協議されました。   ２月２０日に、総務文教常任委員会、また２月２１日には産業建設常任委員会が開催され、所管の調査研究、また現地踏査が実施されました。   議会広報特別委員会には 議会だより 第２９号を発行いただきました。 
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  本定例会までに受理した要請書をお手元に配付しております。   また、京丹波町監査委員より、例月出納検査結果報告がありましたのでお手元に配付しております。   京丹波町ケーブルテレビの自主放送番組録画放送のため、本定例会のビデオカメラによる撮影・収録を許可いたしましたので報告いたします。   本日、本会議終了後、議員控室において、議会広報特別委員会が開催されます。委員の皆さんには大変ご苦労さんですがよろしくお願いいたします。   以上で諸般の報告を終わります。  《日程第４、町長施政方針説明》 ○議長（野口久之君） 日程第４、町長の施政方針の説明を求めます。   寺尾町長。 ○町長（寺尾豊爾君） 皆さんおはようございます。本日ここに、平成２４年第１回京丹波町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員各位におかれましては、公私何かとご多用の中、ご参集いただきまことにありがとうございます。各位には、日ごろから円滑な町政推進にご協力をいただいておりますことに厚くお札申し上げます。   今期定例会は、私の任期３年目を迎えた通年予算を提案させていただくこととなりました。平成２４年度は、私の町政推進の基本方針である「安心・活力・愛のあるまちづくり」をより具体化する年度として、これまで取り組んでまいりました各種施策を一層充実させるとともに、京丹波町の将来の発展に向けた事業、すなわち、「未来への投資」を行うための積極的な予算編成を行ったところであります。   さて、東日本大震災から１年を迎えようとしております。今もなお仮設住宅で不自由な暮らしを余儀なくされておられる方々の心中を思うとき、一日も早く、被災地に復興の槌音が力強く響くことを願ってやまないものであります。   また、この大震災により、我が国経済は深刻な打撃を受け、さらに昨年夏以降の急速な円高の進行や欧州の債務危機による世界経済の減速が景気の持ち直しを緩やかなものとしております。平成２４年度の経済見通しでは、本格的な復興施策の集中的な推進により、着実な需要の発現と雇用の創出が見込まれ、国内需要が成長を主導するとされておりますが、昨年の貿易収支が第２次石油危機後、以来３１年ぶりの赤字となったことや、海外経済のさらなる下振れ、また、一層の円高の進行やそれに伴う産業の空洞化の加速が懸念されるところであります。 
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  こうした中、新年度の国の一般会計予算案は、「日本再生に向けて～危機をチャンスに～」をテーマに、「東日本大震災からの復興」、「経済分野のフロンティアの開拓」、「分厚い中間層の復活」、「農林漁業の再生」、「エネルギー・環境政策の再設計」の五つの重点分野を中心に日本再生に全力で取り組み、あわせて、地域主権改革を確実に推進するとともに、既存予算の不断の見直しを行うこととされ、前年度予算に対し２．２％減の９０兆３，３３９億円が編成されたところであります。   また、平成２４年度の地方財政対策におきましては、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が緩やかに回復することが見込まれる一方で、社会保障関係費の自然増や公債費が高い水準で推移することなどにより、１３兆６，８４６億円の財源不足が生じると見込まれております。この不足分は、赤字地方債と言われる臨時財政対策債を６兆１，３３３億円借り入れて補てんするなど、地方においても借金に依存せざるを得ない厳しい状況が続いております。   こうした国、地方の情勢を背景としつつ、私が掲げました「安心・活力・愛のあるまちづくり」を具体的にどう進め、どのように次の世代へ引き継いでいくのか。実行３年目に当たる平成２４年度の町政運営の基本施政につきまして申し述べたいと思います。   まずは、「安心」のあるまちづくりであります。   私は、町民の皆さんが安心して暮らしていただけるまちづくりの第一歩は、やはり地域医療の確保にあると思っております。   平成２３年度から医療等審議会答申に基づき、京丹波町病院に和知診療所及び和知歯科診療所を一本化し、経営の効率化を初め、病院と診療所の連携を強化し、安心して暮らせる医療体制の確立を図るとともに、医師派遣を受け入れるための条件整備を進めてまいりました。本年度におきましても私たちのまちの私たちの病院として、さらに、京都府や府立医大及び関係医療機関との一層の連携により地域医療の充実に努めてまいります。   特に、和知歯科診療所では、本年４月から毎週士曜日の診療を開始し、医療サービスの向上を図ってまいります。   また、京丹波町病院に地域連携室を設置しまして、病病連携、病診連携を初め、福祉施設などとの連携により在宅医療を推進してまいります。なお、経営の効率化に向けて京丹波町病院におきましても本年４月から院外処方を導入いたします。   次に、住民の安心・安全な、そして、健康で心豊かな生活を保障するため、生活習慣病予防を重視した特定健診を初め、女性特有のがんや働く世代の大腸がん検診などを推進するとともに、若年層や勤労者なども含めた幅広い受診ニーズに対応してまいります。 
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  また、安心して医療が受けられるよう心身障害者や母子家庭等に対する医療費助成を初めとして、中学校卒業までの医療費負担を医療機関ごとに月額２００円とする子育て医療費助成制度や、妊婦健診に必要とされる健診１４回分をすべて公費負担とする制度を継続してまいります。   さらに、本年３月策定の第５期介護保険事業計画に基づき、介護保険事業の円滑な運営を図るとともに、在宅の高齢者が住みなれた地域で３６５日安心して暮らせる町を目指し、医療・介護・福祉の一体的な地域包括ケアシステムの構築を推進いたします。   障害者支援では、相談支援事業の拡充を図ることにより、きめ細かな障害福祉サービスの提供に努めます。また、災害時要援護者の避難支援体制を確立するための取り組みを進めてまいります。   消費者安全の確保に関しましては、消費生活相談員による「消費者相談窓口」を継続し、悪質商法対策など消費生活に係る相談体制の充実に努めてまいります。   災害に強いまちづくりでは、消防団に配備しております消防ポンプ車、小型動力ポンプ付積載車の計画的な更新や、消防団員の安全対策のために法被を購入するほか、防火水槽の整備を推進し、地域防災体制の充実に努めてまいります。また、原子力防災対策を初め、さまざまな災害に係る予防対策、応急対策、復旧対策について定める「京丹波町地域防災計画」の改訂を行うこととしております。   また、京丹波町建築物耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震性の向上を図るため、耐震診断士派遣事業及び耐震改修事業を引き続き推進します。   さらに、平成２３年度から３年間の計画で実施しております住宅改修補助金交付事業により、耐久性の向上やバリアフリー化などの住宅改修の推進を図るとともに地域経済の活性化を図ってまいります。   次に、町営バスの運行につきましては、昨年、交通手段確保に関する懇話会から提出されました新たな公共交通のあり方についての意見を参考に、住民ニーズ調査を実施するとともに、定期券を除く運行料金を一定期間半額とする社会実験を実施することとしております。また、運行便数の見直しや運行路線の追加など、利用しやすい町営バスとなるよう対応してまいります。さらに、地元唯一の高校であります須知高校への通学につきましては、町営バスの利用促進策として引き続き通学助成を実施してまいります。   次に、「活力」のあるまちづくりであります。   地域の特徴を生かした産業振興や生活環境の向上に向けた社会資本整備により、活力みなぎる町を目指してまいります。 
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  農林業関係につきましては、有害鳥獣対策を初め、担い手の育成、特産物の振興、農村環境の保全・循環型農林業の推進を主要施策として取り組んでまいります。特に、本年度も有害鳥獣対策を最重要課題に位置づけ、対策を強化してまいります。   また、国の野生鳥獣被害総合対策事業を活用した金網フェンスなどの被害防止施設の設置を推進するとともに、銃器狩猟免許の取得支援制度による狩猟者の育成や町域を越えた広域捕獲の実施のほか、地域住民と連携したシカ大量捕獲装置の実証研究を行うなど捕獲の強化を図ってまいります。   農業振興面では、農業機械の導入や施設整備、技術指導等を通じた農業後継者や営農組織など地域の担い手育成に努めてまいります。   特産物振興対策としては、戸別所得補償制度のほか、特産物産地化等形成助成などの町単費事業の推進により、主要特産物である黒大豆、小豆、クリを初め、そば、京野菜、京かんざしなど本町特産物の生産振興を図り、ブランド力を高めてまいります。   また、農作物の生産に当たっては、畜産堆肥の活用による土づくりを推進し、耕畜連携による資源循環型農業の推進を図ってまいります。   平成２３年度から取り組みを始めました京丹波「食の郷」創造プロジェクト事業につきましては、食をテーマとしたさまざまな取り組みの推進や、本町を「食のまち」として広く情報発信し、町内への集客による産業の活性化につなげてまいります。   特に、「食の祭典」につきましては、本年度は、丹波自然運動公園を主会場として内容をさらに充実して開催をいたしまして、京丹波町の豊かな食を広く情報発信することとしております。   また、中山間地域等直接支払制度や農地・水保全管理支払交付金事業など地域ぐるみの活動を引き続き促進するとともに、命の里事業など地域力の向上を目指した集落連携活動への支援に取り組んでまいります。   鳥インフルエンザ発生農場跡地の活用につきましては、地元の皆さんや大学との連携による検討を進めており、その結果を受けて事業化に移っていきたいと考えております。   林業振興面では、森林の持つ多面的機能を良好に維持し、合わせて林業経営の向上や林業団体の育成を図るため、森林を整備する地域活動への支援を行うとともに、効率的な森林施業のための路網整備として、坂原地区と西河内地区を結ぶ森林管理道塩谷長谷線の開設工事に着手いたします。また、木のぬくもり活用推進事業としまして、京丹波町の森林・林業の方向性などを定める「（仮称）森づくり基本計画」を策定し、林業経営の向上を初め、木質資源の循環活用に向けたシステムづくりに取り組んでまいります。 
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  本年４月に開校する京都府立林業大学校につきましては、林業の担い手の確保と育成はもちろん、この大学校から全国に林業振興に情熱を持たれる有為な人材が輩出されることを大いに期待するところであります。町といたしましては、運営に全面的に協力するとともに、大学校と町関係団体などとの連携を推進し、大学校の発展と町の活性化を図ってまいります。   商工業の振興につきましては、厳しい経済情勢の中、商工会と連携した小規模商工業者等の育成や補給金制度など、町単費事業として商工業者の経営安定に向けた支援を引き続き行うほか、町内消費の拡大を図るため、平成２４年度においても町商工会のプレミアム商品券発行事業に支援を行ってまいります。   また、畑川ダム建設等による水資源の確保、京都縦貫自動車道等の道路交通網の整備など企業立地の諸条件が整いつつある中、企業誘致の積極的な取り組みを進めるとともに、雇用創出のため、国の緊急雇用対策事業を活用した就業機会の提供を図ってまいります。   観光振興につきましては、昨年７月に設立された「京丹波町観光協会」との連携を図りながら、農林産物、スポーツーレクリエーション施設、あるいは伝統行事などさまざまな観光資源を活用した京丹波町ならではの観光事業を推進し、多くの人が訪れるまちづくりを推進してまいります。   次に、道路等の整備でありますが、公共交通機関の乏しい本町におきまして、道路は、住民生活を初め、社会経済活動の動脈として欠かすことのできない社会基盤であることから、安心・安全で、かつ快適にその機能が果たせるよう均衡ある整備を進めてまいります。   国道関係につきましては、平成２０年に国道４７８号「丹波綾部道路」京丹波わちインターチェンジ以北が開通し、平成２４年度に供用開始が予定されている京都第二外環状道路が完成しますと名神高速道路から直接、京都縦貫自動車道への乗り入れが可能となります。   また、京丹波町内で進められています丹波綾部道路につきましては、平成２６年度の供用を目指して鋭意進められており、本町といたしましても完成供用に向けて引き続き関係機関と連携をし、取り組んでまいります。   未来への投資と位置づけております「丹波パーキングエリア（仮称）と一体的な地域振興拠点」の整備につきましては、京都縦貫自動車道の整備や同じく平成２６年度に供用予定の近畿自動車道敦賀線の完成によりまして、京阪神地域と日本海側地域を結ぶ周遊ネットワークが形成されることから、将来にわたり高速道路利用者を地域資源としてとらえた地域振興に寄与する施設として、その実現に向けて積極的に取り組んでまいります。   なお、施設整備にあたっては、平成２３年度に策定いたしました基本計画において、「ハイウェイテラス・京たんば」を基本コンセプトに、交流拠点、情報発信拠点、おいしさの拠
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点及び防災拠点としての機能を備えた施設整備を行うことといたしております。   また、国道９号及び２７号においては、旧町間を結ぶ幹線道路でもあることから、狭小区間や歩道未設置区間の解消など、道路利用者の安全確保のため一層の要望活動を行い、早期の事業化を求めてまいります。   府道の関係につきましては、その多くが事業化継続路線となっており、一日も早い完成を目指して地元関係団体と連携し、さらなる推進を図ることとしております。   また、新規事業化要望路線につきましては、沿線住民の皆さんのご理解とご協力をいただきながら、要望活動を行ってまいります。   町道関係では、本町総合計画や地域からの要望をもとに、道路利用者の安全や利便性の向上につながるよう幹線道路を中心に拡幅や改良事業に取り組むとともに、橋梁につきましても長寿命化修繕計画に基づき、取り組んでまいります。   河川整備等につきましては、府管理河川である高屋川等の改修事業について、事業進捗が図られるよう引き続き要望してまいります。   また、町管理河川においては、平成１８年度から進めております大倉谷川の河川付替えが完成したことから、その周辺整備についての検討を進めてまいります。   畑川ダム建設事業につきましては、昨年１１月に定礎式が執り行われ、順調に工事が進められております。今後とも関係機関との連携を密にし、平成２４年度の完成に向けて取り組んでまいります。   また、ダム関連事業としての町道の付替えや高屋川の改修工事につきましても、地域の皆さんや関係者と協議、調整を行い、引き続き整備を進めてまいります。   さらに、ダム湖畔の整備につきましては、ダム完成後の景観も考慮する中で、地元地域はもとより町の活性化に寄与できる施設として、関係者との十分な協議を行いながら、持続可能な施設整備を目指してまいります。   水道事業につきましては、安心・安全な水の供給を第一に、現有施設における管理業務を徹底するとともに、丹波・瑞穂地区及び和知地区の水道施設統合整備事業を引き続き促進してまいります。   また、畑川ダム本体工事の完成年度にあたり、管理部門の調整や関連する施設整備計画の推進など京都府と連携して進めてまいります。   下水道事業では、財源確保と受益と負担の公平性、さらに町の一体性を図ることを目的に平成２６年１０月の下水道料金統一に向けて、昨年１０月から下水道料金を段階的に改定したところであります。今後とも循環型社会の構築など水環境施策を推進するため、施設管理
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の徹底と施設整備事業の推進を図ってまいります。   次に、「愛」のあるまちづくりであります。   次代を担う子どもたちの健やかな成長を支援するため、次世代育成支援後期行動計画を具体的に進めてまいります。特に、平成２３年度から開始しました児童の預かり等の相互援助活動を支援する「ファミリー・サポート・センター事業」を推進するとともに、重点課題である就学前の子どもたちの保育と教育内容の充実を図るため、京丹波町に即した幼保一元化に向けた検討を進めてまいります。   また、継続して発達支援事業の充実に努めてまいります。   保育所運営につきましては、若い世代の就労を支援するため、平成２４年度から受け入れ児童の年齢を１０カ月からとし、乳幼児期の教育・保育の充実を図ってまいります。   学校教育では、平成２３年度から実施された小学校に続き、実施される中学校新学習指導要領の全面実施に伴う授業時間の確保や指導体制の充実を図ってまいります。   また、学力の充実及び支援を要する児童・生徒のために、学習支援員の配置を継続するとともに、豊かな心を育てる教育の観点から、小中学校での演劇や音楽等の芸術鑑賞の取り組み、読書指導員による読み聞かせの活動を引き続き実施してまいります。   学校給食につきましては、平成２５年度からすべての中学校での給食実施に向けて、新給食センターの建設や給食実施校の配膳室の設置など必要な施設整備を進めてまいります。   社会教育においては、国民文化祭の成果を踏まえた伝統文化の継承及び発展を図るとともに、文化活動を通じた町民の交流と親睦の推進に努め、生涯にわたる多様な学習活動を推進し、自主的な学習活動の活性化を促進してまいります。   生涯スポーツの推進については、健康への意識を高める取り組みを進め、継続したスポーツ活動への参加を促進してまいります。   町のシンボルにつきましては、昨年１０月に制定した「つつじ・イチョウ・うぐいす」を広くＰＲし、定着させるため「シンボルデザイン」や「名所マップ」を作成するとともに、「シンボル作品」の募集などに取り組み、愛着と誇りが持てるまちづくりに役立ててまいります。   全町開局いたしましたケーブテレビでは、今後とも町内の旬な話題や身近な出来事を取り上げるなど、地域に密着した住民参加型メディアとして、豊かで快適な情報化農村の実現を目指してまいります。   また、住民自治による活力ある地域づくりに向けて、地域の皆さんを励まし、元気づけることや、地域の課題を共有し、解決に向けて共に行動し、安心と信頼をもたらすきめ細かな
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地域支援が求められております。今後とも地域支援担当を中心に地域に溶け込み、積極的な応援体制を構築してまいります。．   さらに、一人ひとりの人権が尊重され、誰もが自分らしく生きられることができる社会の実現に向けて、一人ひとりを大切にすること、思いやりの心を持つこと、相手の立場に立って考えることという観点を忘れることなく、住民要望、住民相談等に対しましては、きめ細かな対応を図るとともに、ぬくもりとほほ笑みのある町政を推進してまいります。   また、女性の人権を守る立場から、女性のための相談事業として、女性相談窓口の開設と各種相談業務の充実に取り組んでまいります。   本町の豊かな自然や生活環境の保全につきましては、環境問題に関する啓発やリサイクル情報の提供に努めるとともに、ゴミの減量化や再資源化など、資源循環型のまちづくりを進めるため、生ゴミ等堆肥化容器購入助成や資源ゴミ集団回収事業補助金制度により、具体的な取り組みを引き続き支援してまいります。   産業廃棄物については、事業者の責任において適切な処理が行われるよう、関係機関と緊密な連携を図り、不法投棄等に対する監視を強めるとともに、適正な動物飼養や空き地管理について、住民の皆さんや事業者の皆さんにもご協力をいただきながら、安全で快適な生活環境の保全維持に努めてまいります。   また、地球温暖化防止対策としましては、住宅用太陽光発電システムの設置に係る補助制度を継続し、環境負荷の少ないクリーンエネルギーの普及を促進してまいります。   最後になりましたが、これら施策の実現には、健全財政の維持、確保が不可欠であります。先に述べましたとおり、平成２４年度においては、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が緩やかに回復すると見込まれる一方、歴史的な円高の進行やそれに伴う産業空洞化の加速など懸念されております。   また、リーマンショックを受けて、平成２０年度から平成２２年度にかけまして実施された経済対策も今後においては期待できる状況ではなく、さらに、社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成に向けた社会保障と税の一体改革が閣議決定されたことを踏まえ、これまで以上の緊張感を持った健全財政への努力が必要だと考えております。   本町の課題であります地方債残高の縮小につきましては、平成２１年度までに実施いたしました９億７，０００万円の繰上償還を初め、交付税算入のある有利な地方債の活用や、新規発行債の抑制による公債費負担の適正化などにより、平成２３年度末の実質公債費比率は１６％以下となるなど、昨年度に引き続き着実に好転する見込みであります。   しかしながら、常々申し上げておりますように、比率の算定に大きなウエイトを占める普
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通交付税は、合併特例による交付であり、平成２７年度までの合併特例期間の終了を見据えた一層の財政健全化対策が必要と考えております。そのためにも、土地開発公社先行取得用地の債務につきましても、同じく債務負担行為の設定期限である平成２７年度までに、すべての債務の解消を行うこととし、計画的な買い戻しに取り組んでまいります。   さらに、町民目線に立った信頼される行政を推進する上からも、税負担の公平性を保ちながら、これまで以上に自主財源の確保に努めていかなければならないと考えております。   このため、京都地方税機構を十分機能させ、納税者の利便性を図りながら徴収率の向上に努めるとともに、公共料金の未収金対策につきましても引き続き積極的な取り組みを進めてまいります。   合わせて、多様化した住民ニーズに応えられる質の高い行政運営のためには、職員の資質向上が重要であります。このため、職員自らが常に問題意識と目標達成に向けた意欲を持ちながら、住民満足度の向上を目指して日々切礎琢磨することはもちろん、職員研修や人事評価制度などを通じて、政策形成能力の向上を図るとともに、公平公正で親切丁寧な対応に心がけるなど、やさしさとぬくもりを感じていただける役場づくりを目指してまいります。   以上、さまざま申し上げてまいりましたが、これら諸施策の実現は、当然、私一人で成しえるものではございません。緊張感をもって誠実に意思決定機関である議会や町民の皆さんのご意見を伺う中で、職員と一丸となって全力を注いでまいる所存であります。   議員各位並びに町民の皆様のご理解とご支援を心からお願い申し上げます。   以上、平成２４年度の施政方針といたします。 ○議長（野口久之君） 以上で、町長の施政方針の説明を終わります。  《日程第５、請願の委員会付託》 ○議長（野口久之君） 日程第５、請願の委員会付託を行います。   本日までに受理した請願は、お手元に配付の請願文書表のとおり、福祉厚生常任委員会に付託しましたので報告いたします。  《日程第６、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について～日程第３２号 議案第２９号 平成２４年度国保京丹波町病院事業会計予算》 ○議長（野口久之君） お諮りいたします。   ただいまから上程になります日程第６、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてから日程第３２、議案第２９号 平成２４年度国保京丹波町病院事業会計予算までの議案に
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つきましては、本日は提案理由の説明のみとし、質疑、討論、採決は後日の日程としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） ○議長（野口久之君） ご異議なしと認めます。   これより、日程第６、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてから日程第３２、議案第２９号 平成２４年度国保京丹波町病院事業会計予算までを一括議題といたします。   町長の提案理由の説明を求めます。   寺尾町長。 ○町長（寺尾豊爾君） それでは、本日提案させていただきます議案につきまして、その概要を説明させていただきます。   諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてでありますが、退任の意向をお伺いしております原澤淑子委員の後任の委員に、京丹波町蒲生にお住まいの吉田和夫氏を推薦することについてご意見をお伺いするものであります。   吉田氏は、丹波町役場に長らく勤務された後、現在は、財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会にお勤めで、障害者スポーツ指導員としてもご活躍されております。広く社会の実情に精通され、人権について深いご理解と認識の下に、職務を適切に務めていただけるものと存じております。   次に、議案第４号 京丹波町町営バス運行事業条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新規路線の追加及び停留所の名称を変更するものであります。   議案第５号 京丹波町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、スポーツ基本法の施行に伴い、体育指導委員をスポーツ推進委員に改めるもの。   議案第６号 京丹波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第７号 京丹波町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、常勤の特別職及び教育長の給料、期末手当について引き続き支給額を１０％減額するもの。   議案第８号 京丹波町職員の管理職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、管理職手当について引き続き支給額を１０％減額するもの。   議案第９号 京丹波町税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」等の施行に伴い、所要の改正を行うもの。 
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  議案第１０号 京丹波町病院事業条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方公営企業法の改正に伴い、剰余金の処分方法等に関して必要な事項を定めるもの。   議案第１１号 京丹波町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、第５期介護保険事業計画のサービス量に応じた介護保険料の改定を行うもの。   議案第１２号 京丹波町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、公営住宅法の改正に伴い、入居者の資格のうち単身入居の要件等を定めるものであります。   また、議案第１３号 町道の路線認定につきましては、丹波自然運動公園正門から国道９号を挟み国道２７号に通じる町道蒲生野中央線に接続する北側の住宅団地内の幹線道路、延長２１５．６メートルについて、町道蒲生野中央北線として路線認定を行うものであります。   次に、議案第１４号 平成２４年度京丹波町一般会計予算から、議案第２９号 平成２４年度国保京丹波町病院事業会計予算につきまして、一括してご説明してまいります。   まず、一般会計予算の総額は、１１５億９，６００万円、前年度当初予算に比べ１０．１％の増額、病院事業を含む特別会計では、主に京丹波町病院特別会計の減額要因により７９億９，１４２万円と前年度対比６％の減額となっております。すべての会計を合わせますと総額で１９５億８，７４２万円となり、前年度対比５億４，６４３万円、率にしまして２．９％の増額となりました。   それでは、一般会計の歳出から特徴的なものについてご説明いたします。   総務費では、財政健全化対策に引き続き積極的な取り組みを行うこととし、財産管理事業として土地開発公社先行取得用地の買い戻しに４億４，５３６万円、旧町営住宅の解体工事費などに７３７万円、また、瑞穂地域の旧小学校の地元活用に対する支援といたしまして、「町有財産有効活用支援負担金」１０４万円を計上しております。   平成２１年度から順次対象を拡大してまいりました電子入札は、３年が経過することから全件実施とし、その経費に２４７万円、入札手続のさらなる効率化を図るための契約管理システム及び入札情報公開システムの導入経費に２８８万円を計上しております。   また、老朽化し危険な状態となっております旧和知第二小学校校舎の解体工事に２，１３７万円を計上したほか、ＪＲ和知駅の振興対策として、「和知駅振興事業補助金」として１２６万円、町営バスの運行経費を補うため町営バス運行事業特別会計への繰出金に６，０６４万円、須知高校への通学支援に町営バス利用促進補助金として６８万円を計上いたしております。   このほか、協働のまちづくりを推進し、住民自治組織の育成と組織化を支援する「住民自
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治組織まちづくり交付金」及び「地域力向上事業助成金」に合わせて４３２万円を計上したところであります。   また、電算管理費では、行政情報システムの更新事業として、平成２５年度までの２カ年間で総額３億６，０３８万円の支出を予定いたしております。その内、２億３，５３８万円を計上し、次年度の債務負担行為額として１億２，４９９万円を設定したところであります。   情報推進費では、和知地区における携帯電話の不感地域の解消に向け、携帯電話用鉄塔の整備に２，７０４万円を計上しております。   その他継続的な事業では、合併特例債を活用した振興基金積立事業に１億６，３７４万円を積み立てることとしております。   民生費では、少子高齢化が進む中、高齢者や障害者の皆さんが住みなれた地域で安心して自立した日常生活を営むことができる環境づくりと、児童福祉における次世代育成の充実、拡充に配慮した予算計上に努めたところであります。   まず、障害者の自立支援事業に２億６，５８９万円、介護保険事業に２億６，５７２万円、介護療養型老人保健施設運営事業に４，０９６万円、高齢者の在宅生活を包括的に支援する地域包括ケアシステム推進事業に１，８２１万円、後期高齢者医療広域連合に対する給付費負担金など関係経費に２億５，７２８万円を計上しております。   また、本町独自の取り組みとしまして、子育て医療費助成事業に３，５８７万円、すこやか子育て祝金事業８００万円、発達支援事業に６５１万円、ファミリー・サポート・センター事業に５００万円を計上したほか、平成２４年度から制度改正される見込みの「子どものための手当」支給事業に２億１，９００万円を計上しております。   また、保育所費には、上豊田保育所の耐震補強工事費１，８５６万円を含め、３億２，９８８万円を計上し、子どもたちの健やかな成長を支援することとしております。   衛生費では、町民一人ひとりの健康寿命の延伸を目指し、引き続き各種健診事業を無料で実施してまいります。   安心して妊娠、出産ができる体制の確保のための妊婦健康診査に７３８万円、生活習慣病予防のための特定健康診査事業に１，９９６万円、女性特有のがんや働く世代の大腸がん検診推進事業や受診対象者を拡大した前立腺がん検診など、その他健康診査事業に４，２０４万円を計上しております。   予防費では、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを含めた子宮頸がん予防ワクチン等接種促進助成に１，４６３万円を計上しております。   環境保全、地球温暖化防止など環境衛生対策では、住宅用太陽光発電システム設置費補助
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金に６００万円を計上したほか、下水道会計への繰出しを含め７，９４３万円、清掃費には、船井郡衛生管理組合の分担金を主なものとして２億７，３５６万円、簡易水道費には４億３，９３８万円を計上しております。   また、労働費では、緊急経済生活支援対策事業に１，２８５万円を計上し、雇用の創出を図ってまいります。   農林水産業費につきまして、農業費では、有害鳥獣対策事業に８，６４７万円を計上し、被害防止施設の設置など引き続き対策の強化を図るほか、中山間地域等直接支払事業に１億１，５３０万円、農地・水保全管理支払交付金事業に２，２２８万円、農地保全事業に２，２１０万円を計上し、地域ぐるみの活動や営農への支援、農業生産基盤の整備などを行うとともに、農業機械導入を初めとする農業振興事業に６４９万円、特産物等作付助成などの水田農業構造改善対策助成事業に２，５５２万円を計上し、営農組織などの担い手育成や特産物の生産振興を図るほか、京丹波「食の郷」創造プロジェクト事業に４７０万円を計上し、「京丹波・食の祭典」など京丹波町の豊かな食をテーマとした取り組みを進めてまいります。   また、鳥インフルエンザ発生農場跡地活用事業に６９万円を計上し、地元の皆さんや大学との連携による活用案の取りまとめを行います。   なお、老朽化し雨漏りが見られます山村開発センターの屋根などの改修工事に３，７００万円を計上しております。   林業費では、林業の担い手育成をはじめする林業振興対策事業に１，２７３万円、森林整備地域活動支援事業に２，７２４万円、「（仮称）森づくり基本計画」を策定する木のぬくもり活用推進事業に５２７万円を計上するほか、森林管理道塩谷長谷線の開設に８，５９５万円を計上し、森林の整備保全と路網整備の推進を図ってまいります。   商工費では、町商工会のプレミアム商品券発行事業や小規模事業経営支援事業への補助をはじめ、資金融資利子補給などの商工業振興事業に２，１８５万円、融資保証料補給事業に５５０万円を計上し、低迷する消費経済の影響を受ける小規模店舗や中小企業への経営支援を引き続き行うほか、消費生活相談窓口の設置と啓発事業等に２２６万円を計上し、安心・安全な消費生活の実現に努めてまいります。   また、京丹波町観光協会の運営補助としまして観光振興事業に６００万円を計上し、観光協会との連携による京丹波町ならではの観光事業を推進してまいります。   土木費では、道路維持費として４，３６１万円を計上しております。冬季における除雪を初め、道路利用者の通行に支障がないよう維持管理に努めてまいります。   道路新設改良費では、「丹波パーキングエリア（仮称）と一体的な地域振興拠点」の整備
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に要する経費３億７，５００万円のほか、継続事業を含む１９路線の改良費と合わせ総額９億４，１７５万円を計上し、事業に取り組んでまいります。   このほか、河川維持管理事業に１，１７１万円、ダム関連対策事業には、付替え町道等の負担金や周辺整備計画に要する経費を含め１億５，８５９万円を計上したところであります。   また、町営住宅の維持管理費に１，１７０万円、木造住宅耐震改修事業や住宅改修補助金事業に１，０９４万円を計上いたしております。   消防費では、中部広域消防組合負担金２億３，９１５万円、消防団運営費に８，６８９万円のほか、安心・安全なまちづくりの基盤整備に向けて消防車両更新事業に５，１９４万円、防火水槽設置事業に３，０５１万円を計上しております。   また、原子力災害に対応するための放射線測定器の購入及び京丹波町地域防災計画の改訂等防災対策事業に８０１万円を計上したところであります。   教育費では、総額で９億６，９０７万円を計上しております。新給食センターの建設や関連する給食実施校への配膳室の設置など中学校の給食実施に向けた施設整備事業に２億７，７０３万円を計上したほか、学校運営、教育振興、社会教育の推進に所要の額を計上しております。   なお、災害復旧費の河川等災害復旧事業では、昨年５月の豪雨などにより下山地内の町有土地において地すべりが発生していることが判明し、その安全対策に要する経費として、１億３，０００万円を計上しております。   次に、歳入についてでありますが、町税につきましては、平成２３年度の決算見込額と地方財政計画の指標を検討の上、過大見積もりにならないよう計上したところであります。   現下の経済情勢の中にあって、町民総所得の伸びは依然としてマイナス基調であり、加えて、平成２４年度は、固定資産税の評価替えの年度に当たり、家屋に係る経年減点補正等などにより、前年度比３８８万円減額の１５億９，６７５万円を計上しております。   譲与税、交付金関係につきましては、前年度比４，２１０万円減額の３億７，５５０万円の計上となりました。子ども手当特例交付金及び自動車取得税の減収補填特例交付金が、年少扶養控除の廃止等による地方増収分へ振り替えられることにより、大幅な減額となっております。   地方交付税につきましては、地方財政計画では、前年度比８１１億円増の１７兆４，５４５億円が確保され、中期財政フレームに基づき地方の一般財源総額は平成２３年度と同水準が確保されたところであります。   本町におきましては、普通交付税の合併特例による算定額と雇用対策、あるいは地域資源
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活用推進費の２億７，７９３万円などを試算した基準財政需要額をベースに算定した結果、特別交付税も含めた地方交付税全体として、前年度比１億円増の５１億円を計上したところであります。   平成２４年度は、施政方針で申し上げましたように、私の町政推進の実行３年目であり、安心・活力・愛のあるまちづくりに向けたきめ細かな保健福祉関係事業や、将来展望に立った活力ある社会基盤の整備、そして、健全財政に向けた土地開発公社保有地の買い戻しや経常的経費の縮減など、財政健全化を念頭に福祉の増進と未来への投資を行うメリハリのある積極的な予算編成としたところであります。   長引く景気の低迷により個人所得も年々減少するなど、財源の確保が大変厳しい状況ではありますが、選択と集中により、後退させてはならない住民生活に密着した行政水準の維持はもちろん、住んでよかったと思っていただける町政推進に全力を傾けてまいる所存であります。   議員各位、町民の皆様の格別のご理解、ご支援をよろしくお願い申し上げます。   以上、一般会計予算の説明とさせていただきまして、引き続きまして、特別会計につきましてご説明を申し上げます。   国民健康保険事業特別会計では、１９億６１２万９，０００円を計上しております。   国民健康保険は、高齢化の進展による医療費の増加に加え、今日の経済情勢を反映した被保険者の負担能力の低下等により大変厳しい財政状態が続いております。抜本的な制度改革が待たれるところであります。平成２４年度の国保税率については、安定的で持続可能な制度運営のために、所要の税率改定が必要なところでありますが、長引く不況や現下の大変厳しい経済情勢と住民負担に配慮して据え置くことといたしました。引き続き、医療費の適正化対策や収納率向上対策に取り組み、財政安定化と負担の公平性の確保を図ってまいります。また、京都府国民健康保険広域化等支援方針に基づく共同事業等を活用し、業務の効率化を図ってまいります。   次に、後期高齢者医療特別会計につきましては、２億１，６８４万５，０００円を計上しております。本会計につきましては、京都府後期高齢者医療広域連合の算定に基づく保険料を徴収し、広域連合に納付する収支となっております。平成２４年度及び平成２５年度の保険料は、不均一保険料の最終段階となり、京丹波町の保険料率は、均等割額４万４，４００円、所得割率８．７３％となっております。平成２２年度から開始した人間ドック助成事業に１５７万５，０００円を計上したほか、一般会計からの繰入金につきましては、事務費及び低所得者の保険料軽減分を公費で補てんするために行うものであります。 
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  次に、介護保険事業特別会計事業勘定では、２０億３０万円を計上しております。   平成２４年度から２６年度までの第５期介護保険事業計画に基づき、引き続き、介護サービス給付の適正化と介護予防事業や地域支援事業の充実を図り、自立した日常生活が営めるよう介護保険事業の円滑な推進と健全運営に努めてまいります。サービス事業勘定では、地域包括支援センターを拠点に、介護予防支援事業の推進を図ってまいります。また、老人保健施設サービス勘定では、１億１，３４０万円を計上し、施設の運営、入所サービス等の提供を行い、和知診療所の訪問機能と組み合わせて、在宅復帰や在宅療養の支援など包括的なケアに取り組んでまいります。   水道事業特別会計につきましては、１５億９，２６０万円を計上しております。施設の適正な管理を図るとともに、必要となる施設整備を行い、安全で安定した給水環境の整備に努めてまいります。施設整備では、丹波・瑞穂地区で、戸津川地区の配水管と和田寺谷団地内の配水管整備を引き続き行うとともに、水呑及び下山地区の管路整備を予定しております。畑川ダム関連では、平成２４年度の完成に向け、建設工事に係る事業負担金として１億４，３３７万５，０００円を計上するとともに畑川ダムからの取水管の整備を行います。和知地区では、西部地区の浄水場や取水施設の整備を推進し、一日も早い供用開始を目指してまいります。   次に、下水道事業特別会計につきましては、９億７，５００万円を計上しております。使用料の確保と施設の効率的な運営を図り、経費縮減に努めてまいります。施設整備事業では、公共下水道において下山処理区における不明水対策としての管渠改善工事及び上豊田と和田地内において京都縦貫自動車道丹波綾部道路の開設により支障となる下水道管の移設工事を計画しております。   町営バス運行事業特別会計につきましては、９，１０５万円を計上し、スクールバスを中心に安全運行に努めたいと思います。また、一部運行路線の追加や既存路線のダイヤの見直しなどを行うとともに、利用者のニーズ調査の実施と、定期券を除く運行料金を一定期間半額とする社会実験に取り組み、新しい交通体系の構築を目指します。   国保京丹波町病院事業会計では、病院、各診療所の収益的収支に８億７，７９０万円、資本的収入に１億６，８４９万１，０００円、支出に１億７，６７７万３，０００円を計上し、資本的収支に不足する８２８万２，０００円は過年度分損益勘定留保金で補てんすることとしております。   病院建設事業債の償還も最中であり、引き続き厳しい経営環境ではありますが、経営の健全化と保健・福祉・医療・介護の連携強化を図るとともに、患者のニーズに応えられる地域



 

－２２－ 

包括医療の推進に努めてまいります。   また、医師確保についても引き続き京都府や府立医大及び関係医療機関への要望を初め、奨学金制度の活用などにより、安定した医療体制の確立に向けて全力で取り組んでまいります。   その他、土地取得特別会計につきましては、基金利子等の積み立てを計上したものであり、育英資金給付事業特別会計につきましては、育英基金の目的に沿う適正な給付に留意するとともに、高校授業料無償化に伴う給付金額を見直す中で３４６万４，０００円を計上しております。   また、須知、高原、桧山、梅田、三ノ宮、質美の各財産区特別会計につきましては、財産の管理、住民団体への助成を中心として編成したものでございます。   以上、提案理由の説明とさせていただきます。   何卒慎重にご審議賜りまして、原案にご賛同いただきますようよろしくお願いを申し上げます。   なお、平成２３年度の補正予算につきましては、後日追加提案させていただきたく思っておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長（野口久之君） これより、暫時休憩をいたします。１０時３０分までといたします。 休憩 午前１０時１６分 再開 午前１０時３０分 ○議長（野口久之君） それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。   補足説明を担当課長に求めます。   議案の説明は、日程順にお願いをいたします。   下伊豆住民課長。 ○住民課長（下伊豆かおり君） それでは、諮問第１号につきまして、補足説明を申し上げます。   人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づきまして、市町村長はその候補者について、議会の意見を聞いて推薦を行い、法務大臣が委嘱することとなっております。また、その任期は３年となっております。現在、京丹波町では、１１名の人権擁護委員さんにご活躍をいただいておりますが、そのうち、原澤淑子さんが人気満了に合わせて退任のご意向がございます。そこで、原澤さんの後任といたしまして、吉田和夫さんを人権擁護委員として、推薦いたしたく、議会のご意見を求めるものでございます。   それでは、諮問第１号を読み上げまして、補足説明とさせていただきます。 
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  諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について   下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 記   住所 京都府船井郡京丹波町蒲生大仙坊４番地   氏名 吉田和夫 昭和２４年１１月２０日生   平成２４年３月２日提出   京丹波町長 寺尾豊爾   提案理由   人権擁護委員の任期満了に伴い、人権擁護委員候補者を推薦する必要があるため。   なお、裏面に主な職歴を記載しておりますので、ごらんいただきご意見を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長（野口久之君） 次に、中尾企画政策課長。 ○企画政策課長（中尾達也君） 議案第４号 京丹波町町営バス運行事業条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。   提案理由としましては、新規路線の追加と停留所の名称の改定を行うものでございます。   初めに、新規路線の追加でありますが、和知地区で、升谷及び市場区内への乗り入れにつきまして、これまで要望をいただきながら、実現しておりませんでした路線を新たに既存の路線の一部ルート変更を行う形で、運行するものでございます。   新旧対照表の３ページをごらんください。   別表第１（第３条関係）で、現行の上乙見線を上乙見①線に名称を改め、新旧対照表４ページで新たに、上乙見②線として、升谷中、山添、長老苑前、町道中学校前のバス停留所を新設するもので、これまで、中山から国道２７号を通行し、和知駅に向かっておりましたものを升谷地内から国道と並行して伸びます町道を通行し、和知駅に向かうルートでございます。   なお、新たに一路線の追加としておりますが、実際の運行は、上乙見②線のみの運行となりますので、これまでと変更はございません。   次に、新旧対照表１ページ目に戻っていただきまして、変更前の真ん中付近に仏主線とございますが、この仏主線の主な経過地の学校前に下線が引かれております。既に小学校の統合によりまして施設はありませんので、新しく下粟野公民館前と名称変更を行うものでございます。いずれも、施行は本年４月１日としております。 
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  以上、説明とさせていただきます。ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長（野口久之君） 次に、伴田総務課長。 ○総務課長（伴田邦雄君） それでは、議案第５号 京丹波町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明を申し上げたいと思います。   今回の改正につきましては、町長の提案理由の説明のとおり、スポーツ基本法の施行に伴いまして、体育指導委員をスポーツ推進委員に改めるものでございます。   なお、報酬につきましては、現行のままでございまして、年額４万円のままでございます。   なお、体育指導委員とスポーツ推進委員の違いでございますが、体育指導委員につきましては、昭和３６年に制定をされましたスポーツ振興法によりまして、スポーツの振興のために実技指導や助言を行うとされておりましたが、スポーツ推進委員におきましては、実技指導や助言に加えまして、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整とそういう役割が加えられたところでございます。   次に、議案第６号でございますが、京丹波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、議案書の提案理由にございますように、厳しい財政状況にかんがみまして、町長、副町長の給料及び期末手当につきまして、平成２４年度におきましても、引き続き１０％の減額をするものでございます。   次に、議案第７号でございますが、京丹波町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。これにつきましては、教育長の給料、期末手当につきましても、引き続き１０％の減額をするものでございます。   なお、町長、副町長、教育長の減額分につきましては、合わせまして年間で約３１０万円となるところでございます。   続きまして、議案第８号でございますが、京丹波町職員の管理職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。管理職手当につきましても、引き続き１０％の減額をするものでございます。現状の管理職で試算をいたしますと年間約１１４万円の減額となるところでございます。   以上、まことに簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長（野口久之君） 次に、一谷税務課長。 ○税務課長（一谷 寛君） それでは、議案第９号 京丹波町税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 
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  今回の条例改正につきましては、東日本大震災からの復興を図ることを目的とした平成２３年度から平成２７年度までの間において、実施する施策のうち、全国的にかつ緊急的に地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するために、臨時の措置といたしまして、今般、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が、平成２３年１２月２日に公布され、同日付で施行されることとなったこと、合わせまして、平成２３年度税制改革大綱の税制抜本改革の一環といたしまして、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律が同日付で公布され、また、東日本大震災に被災されました方々の負担軽減を図るための税制上の追加措置といたしまして、地方税法の一部を改正する法律が、平成２３年１２月１４日に公布され、公布の日から施行されることとなったことに伴いまして、本町税条例の一部を改正するものでございます。   それでは、具体的な中身についてでございますが、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。   まず、上から順番にたばこ税の税率の第９５条、次の附則の第９条の町民税の分離課税に係る所得割の額の特例等、そして、たばこ税の税率の特例の第１６条の２の関係でございますが、これにつきましては、税制改革に伴います都道府県と市町村の増収、減収を調整するため、第９５条と附則第１６条の２において、府たばこ税の一部を町たばこ税に税源移譲し、町のたばこ税率を１，０００本当たり６４４円上げ、５，２６２円にし、第１６条の２の旧３級品たばこにつきましては、３０５円上げ、２，４９５円にするものでございます。   なお、府のたばこ税につきましては、同額が下げられる予定でございます。   また、附則９条の削除によりまして、個人住民税の退職所得の１０％税額控除を廃止するものでございます。   次に、１ページ下段から裏面２ページにかけての東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の第２２条の関係でございますが、これは、災害により生じました土砂などの撤去や、住宅などの原状回復のための支出など、いわゆる災害関連支出につきまして、災害がやんだ日から１年を超え３年以内に支出する費用を雑損控除等の適用対象にする規定を追加するものでございます。   最後に、２ページ下段の個人の住民税の税率の特例の第２４条の関係でございますが、これは、本町が実施する防災のための施策に必要な財源の確保のために平成２６年度から平成３５年度までに限り、個人住民税の均等割額を現行の３，０００円に５００円を加算し３，
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５００円とするものでございます。   以上、まことに簡単な説明で恐れ入りますが、補足説明とさせていただきます。何卒ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長（野口久之君） 次に、藤田医療政策課長。 ○医療政策課長（藤田正則君） 続きまして、ただいま上程となりました議案第１０号 京丹波町病院事業条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明をさせていただきます。   今回の条例改正は、昨年４月２８日に国会で成立しました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法に基づきまして、地方公営企業法が改正され、本年４月１日からの施行に伴い、従来地方公営企業法により定められておりました剰余金の処分等に関する事項の内容を条例で定めていくものでございます。   お手元のめくっていただきまして３枚目の新旧対照表でご説明させていただきます。   まず、今回予定をしております第１０条利益の処分の方法及び積立金の取崩しと第１１条資本剰余金を新たに加えまして、従来の条例の第１０条以降を２条ずつ繰り下げようとするものでするものでございます。   改正内容につきましては、現行の法令と同様の取り扱い方法を基本といたし、剰余金が発生した場合、累積欠損金等に補てん等をする本来どおりの内容を定めたものでございます。   第１０条といたしましては、改正後の地方公営企業法第３２条に規定する利益の処分を行った後になお残った残額について、企業債がある場合は、減債積立金がその額に達するまでの残額２分の１を積み立て、残りを利益積立金に積み立てることとするものでございます。また、企業債が発生していない場合は、残額を利益積立金に積み立てることとするものでございます。   また、第１１条では、地方公営企業法の内容を移行させてきたもので、第１項では、補助金等で生じた資本剰余金はその源泉別に積み立てなければならないことを定めるものでございます。第２項では、補助金等の資本剰余金をもって所得した医療機器類等の資産で、みなし償却を行っているもののうち、みなし償却により減価償却を行っていない部分が滅失等をしたときには、その損失について、資本剰余金を取り崩して埋める旨を定めるものでございます。第３項は、今、申しました第２項におきまして、取り崩せる資本剰余金を除いた分において、利益積立金で埋めることができなかった欠損金相当額につきましては、議会の議決を得た上で取り崩すことができる旨を定めるものでございます。 
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  以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきまして、ご審議賜りよろしくお願い申し上げます。 ○議長（野口久之君） 次に、堂本保健福祉課長。 ○保健福祉課長（堂本光浩君） それでは、議案第１１号 京丹波町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明をさせていただきます。   本条例につきましては、介護保険事業計画の見直しに合わせ、高齢者人口や要介護認定者数を見込み、さらにサービスの種類や量、その給付費を推計し、平成２４年度から平成２６年度まで３カ年の保険料や段階設定を定めるものでございます。   まず、今回の改正の背景となります介護保険事業計画につきまして、若干触れさせていただきたいと存じます。介護保険制度創設時の平成１２年度の国勢調査では、本町高齢化率は２９．２％でありましたものが、平成１７年には３１．８％と３０％を超え、直近の平成２２年には３４．８％と１０年の間に５％を超える急速な伸びを示しております。団塊の世代と呼ばれる方々が６５歳になられる平成２６年度には、ますます高齢化が進展するものと予測されております。   また、本町の特徴といたしまして、６５歳以上人口が横ばい、あるいは右肩下がりの傾向を示しておりますものが介護リスクが高まるとされる７５歳以上人口は増加傾向を示し、それに応じて介護保険認定者も増加傾向にあります。介護保険サービスだけではなく、医療、保健、福祉の各サービスが切れ目なく提供できるようなまさにオール京丹波町の地域包括ケアシステムの構築が急務の課題となっております。   さらに、介護老人福祉施設への実入所申込者数は、平成２２年には８３名、本年度には１０６名と慢性的に増加してきております。ニーズを勘案した施設整備の検討が課題となってまいりました。こうした課題解決に向け、第５期介護保険事業計画を策定し、町を挙げての取り組みを進めていこうとするものでございます。   それでは、条例の中身につきまして、添付資料最後のページに説明資料をつけさせていただいております。それでご説明をさせていただきたいというふうに思っております。   第５期介護保険事業計画期間中の平成２４年度から平成２６年度まで３年間の介護サービスに必要な総費用額は約６０億９，７３２万円、保険料収納必要額は約１０億４，６４８万円を見込んでおります。保険料の金額といたしましては、第４段階の太線の部分、現行の保険料基準額４万９，０００円から６万４，２００円に改正するものであります。第４期と比べますと１万５，２００円の増となります。これは、先ほどもご説明申し上げたところでございますが、高齢化の急速な進展による要介護者の増加が見込まれますのと、第３期計画期
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間中の１億円近い剰余金を第４期計画当初に基金として活用し、第４期の保険料を抑制できたことによりまして、第５期との大きな差異が生まれたものと考えております。   被保険者の皆様方には大変なご負担をいただくことになりますが、ニーズに応じたサービスを提供させていただくためには、避けては通れないものであり、受益と負担の均衡に応じたひとつのまちの介護保険制度を被保険者のみならず町民でみんなで支えていただくという仕組みであるということをご理解賜りたいと存じます。   次に、保険料段階の考え方であります。国の示す保険料段階は６段階でありますが、本町の所得の分布状況を踏まえた中で、被保険者の負担能力に可能な限り配慮したきめ細かな段階設定をしていこうというものでございます。本町独自の段階として設定いたしますのは、第３段階と第４段階の網かけ部分と第５段階以上を五つの段階に区分しております。実質は１１段階に細分化することとなります。   それでは、主な保険料段階について、ご説明させていただきます。   第１段階、条例でいいますと第２条第１項第１号に該当する方でございます。基準額に対する割合は現行どおり０．５。保険料額は３万２，１００円となります。第２段階につきましては、第１段階と同様であります。第３段階の網かけ部分で新たな段階を設定するものでございます。条例附則第３条に該当する方で、世帯非課税で年金と合計所得金額が１２０万円以下の方であります。基準額から０．０５下げた０．７０。年額４万５，０００円でございます。低所得者の方に対する軽減措置を講じるものでございます。第３段階の下段の部分、第２条第１項第３号に該当する方で、附則第３条以外の方につきましては、基準額に対する割合は０．７５。保険料額は４万８，２００円でございます。第４段階、網かけ部分につきましては、条例附則第４条に該当する方でございます。現行と同様、基準から０．０５下げた０．９５として軽減措置を講じております。第４段階、附則第４条に該当する以外の方につきましては、基準額の６万４，２００円でございます。第５段階、第２条第１項第５号該当の方で、国基準では合計所得金額１９０万円までと一括としておりますけれども、合計所得金額１２５万円以下の段階を設け、乗率は法定１．２５のところ、０．０５減の１．２０。年額７万７，１００円の保険料とさせていただいております。第６段階、第２条第１項第６号の方で、第５段階の設定により合計所得金額が１２５万円を超え、１９０万円までの方、乗率は国基準の１．２５から０．０５増の１．３０、第７段階、第２条第１項第７号の方で、合計所得金額１９０万円以上５００万円まで、現行と同様乗率を１．６５とさせていただいております。第８段階、第２条第１項第８号の方で、国基準１．７５のところ０．１増の１．８５で１１万８，８００円、第９段階、第２条第１項第９号の方で、合計所得金額１，００
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０万円以上の方とし、乗率を２．０、年額１２万８，４００円とするものでございます。所得段階別加入者数の分布状況につきましては、本人が住民税非課税層で基準額に対する割合を１未満の軽減となりますのが、第１段階から第４段階の附則第４条までの方で、５１．８％。この層の皆さんを課税層であります第５段階から第９段階までの２９．５％の方で支えていただくという仕組みになっております。   以上、まことに簡単ではございますけれども、議案第１１号の補足説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長（野口久之君） 次に、十倉土木建築課長。 ○土木建築課長（十倉隆英君） それでは、議案第１２号 京丹波町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明をさせていただきます。   提案理由としましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、その中で、公営住宅法の一部改正が行われ、従来の入居者資格要件である同居親族要件及び特に居住の安定を図る必要がある者への例外措置が削除されたことから、条例の一部を改正するものです。   法改正における国の考え方につきましては、地域の実情に応じた判断を地方自治体にゆだねるものであり、国からの権限委譲がその目的であるとされております。したがいまして、公営住宅法においては、入居資格要件である同居親族要件が削除され、単身者においても、公営住宅への入居資格が可能となりましたが、本町におきましては、管理している住宅が同居親族を有する世帯向けの住宅として整備していることから、これまでどおり、同居親族要件を廃止せず、条例により措置し継続することとするものです。   また、例外措置として、一定の要件を満たす高齢者、身体障害者、生活保護受給者などについて、引き続き単身入居を認めていくこととするため、所要の改正を行うものです。   議案書の３枚目、新旧対照表のほうをご確認ください。   第６条入居者の資格については、旧の第１項中２行目からの下線部分について、単身入居の例外措置の条項が廃止されたことに伴い削除し、新しく第６条に被災者等の入居の条件として、第５号、第６号を加え、第２項、第３項において、単身入居を認めるための例外措置の条項を加えるものです。   第７条入居資格の特例、第２８条収入超過者等に関する認定につきましては、第６条において、新たに第２項、第３項を加えるため、引用する条項の整備を行うものです。   続きまして、議案第１３号について、補足説明のほうをさせていただきます。   議案第１３号 町道の路線認定について、補足説明をさせていただきます。平面図のほう
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をご確認ください。先ほど、町長のほうから提案説明において、詳しい位置関係の説明がありましたが、本路線につきましては、宅地開発により築造された幅員６メートル、延長２１５．６メートルの道路であり、開発協議書などで確認した結果、道路の構造上問題なく、また道路用地についても町の所有地となっているため、開発団地内の建築基準法第４２条に該当する道路として、京丹波町道路認定基準要綱に基づき、路線認定をお願いするものです。   以上、まことに簡単ではございますが、議案第１２号並びに１３号の補足説明とさせていただきます。ご審議をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長（野口久之君） 次に、伴田総務課長。 ○総務課長（伴田邦雄君） それでは、議案第１４号 平成２４年度京丹波町一般会計予算について、補足説明を申し上げたいと思います。   なお、町長の提案理由説明と重複する部分ございますが、お許しをいただきたいというふうに思います。   まず、平成２４年度の一般会計の予算総額につきましては、１１５億９，６００万円と定めさせていただくものでございます。前年度比１０．１％の増となっておりまして、過去最大の予算規模となっておるところでございます。   ページをめくっていただきまして、第１表につきましては、後ほど事項別明細書で説明をさせていただきます。   １０ページのほうをお願いを申し上げます。   第２表の債務負担行為でございますが、事項といたしましては、一つには、行政情報システムの更新に係る費用でございまして、町合併当時に現在の職員用のパソコンでありますとか、サーバー類などのシステムの構築をし、現在も運用しているところでございますが、耐用年数を過ぎまして、故障も増えております。また、メンテナンスも困難になっておるというふうなことから、今回、２カ年をかけまして更新をするものでございます。平成２４年度には、サーバー類でありますとか、各システムの再構築を行いまして、平成２５年度にパソコンであるとか、プリンター等の機器類を更新するということにしております。この平成２５年度に整備する事業費分といたしまして１億２，４９９万円、これにつきまして、債務負担行為として設定をさせていただくというものでございます。   二つ目でございますが、固定資産宅地評価見直し事業ということでございまして、平成２５年度から平成２６年度までの経費といたしまして１，３２４万４，０００円を計上させていただいております。これにつきましては、固定資産税の評価替えが３年に一度必要でございまして、今回は平成２４年度が評価替えの年度になっておりますが、次期の評価替えに向
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けましての業務委託が引き続き必要ということでございます。従いまして、平成２５年度分と平成２６年度分につきまして、債務負担行為を設定をさせていただくというものでございます。   次に、１１ページでございますけれども、第３表の地方債でございますが、それぞれの歳出事業の財源として発行させていただくものと、臨時財政対策債の発行をお願いするものとなっております。総額につきましては、１２ページの最下段でございますけれども、１６億１，９５０万円となっておりまして、前年度比では６億４，９３０万円の増額となっておるところでございます。   特に、戻りまして、１１ページでございますが、二つ目の緊急防災・減災事業でございますけれども、これにつきましては、東日本大震災の復興事業に関しまして全国的に取り組むべき事業分ということで、平成２４年度に新たに設けられるものとなっておりまして、本町におきましては、生涯学習センターと上豊田保育所の耐震補強工事をこれに充てるものでございます。   また、次の過疎対策事業債でございますが、９億１，８７０万円を計上しておりまして、前年度比７億４，０３０万円の増ということになっております。これは、特に丹波パーキングエリアと一体的な地域振興拠点施設の整備を初めといたします道路改良事業、これに５億５，４１０万円、それから、教育費でございますが、学校給食施設整備事業に２億７，６９０万円を予定しておりまして、これらが主な増加要因ということになっております。   なお、交付税の振替措置でございます臨時財政対策債につきましては、４億３，５９０万円を予定しておりまして、すべての発行額のうちの交付税算入額につきましては、１２億５，１６１万円というふうに推計をしておりまして、算入率につきましては、７７．３％を見込んでおるところでございます。   次に、ページをめくっていただきまして、事項別明細書の歳入の５ページをお願いしたいと思います。   まず、町税の町民税の個人均等割でございますけれども、税額につきましては３，０００円でございます。納税義務者６，９０２人、それから家屋敷分といたしまして１２０件を見込みまして、徴収率９７％で２，０４３万５，０００円を計上しておるところでございます。   個人の所得割につきましては、税率は６％でございまして、課税の基礎となります総所得につきましては、これまでの経過でありますとか、経済情勢等を勘案をいたしまして、平成２３年度所得のマイナス３％というふうに見込みまして、課税標準額を推計したところでございますが、税制改正に伴う年少扶養控除の廃止による増という部分がございまして、住宅
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ローン控除分による減と差し引きをした結果、個人町民税の現年度分につきましては、１，４６１万円余りの増となる４億７，９１６万２，０００円ということで計上をさせていただいたところでございます。   また、その下の法人税でございますが、均等割につきましては、３６９法人を見込んでの計上となっております。法人税割につきましては、平成２３年度の決算見込み額のマイナス１５％で推計をしておりまして、平成２３年度は景気の持ち直し傾向がみられましたことから３６４万円余り増額の７，５６４万７，０００円の計上としたところでございます。   次に、固定資産税の土地と家屋につきましては、平成２３年度中の異動と評価替え年度に係る補正を反映した電算システムでの集計により算定したものでございますが、特に家屋につきましては、評価替えによる経年減点補正が大きく影響しておりまして、３，８３０万円余りの減となっているところでございます。   なお、償却資産につきましては、平成２３年度の決算見込みから各３カ年の平均の伸び率によりまして算定をしております。   固定資産税の現年度の総額につきましては、前年度比４，６１２万２，０００円の減というふうなことで、８億３，１４７万７，０００円の計上としておるところでございます。   次に、６ページの軽自動車税でございますが、課税台数につきましては、総計で１万１，０７４台ということで推計をしたものでございます。   その次の町たばこ税でございますが、平成２３年度の決算見込みから推計をしております。決算見込みを見ておりますと、本数の減少は見られないというふうな状況でございまして、前年度比２，３９１万２，０００円の増額となっておるところでございます。町のたばこ税率につきましては、先ほどもございましたが、現在は１，０００本当たり４，６１８円となっておるところでございます。   以下、地方譲与税、それから各種の交付金が続くわけでございますが、これらにつきましては、京都府の試算資料に基づき計上したものでございます。   なお、８ページでございますが、２段目の地方特例交付金につきましては、提案説明にもございましたが、子ども手当特例交付金及び自動車取得税の減収補てん特例交付金が年少扶養控除の廃止による地方増収分に振り替えられたというふうなことから大幅な減額となっておるところでございます。   次に、地方交付税でございますが、まず、普通交付税の算定の基礎となります基準財政需要額でございますけれども、内容といたしましては、高齢者人口の増加によりまして測定単位による需要額の増加しておる部分もあるわけでございますが、全般的に単位表が減額とな
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る項目が多くございまして基準財政需要額は前年度に比べまして、約６，８８０万円の減となる見込みでございます。しかしながら、基準財政収入額につきましても税収でありますとか、特例交付金の減がございましたり、あるいは交付税の振替措置である臨時財政対策債が減額となるといったことから結果的に普通交付税につきましては、ほぼ平成２３年度実績、約４９億円程度が見込めるのではないかなというふうなところでございます。   そうした推計を基に一定の財源留保も検討する中で、今回、当初予算におきましては、前年度比１億円増の４６億５，０００万円を計上させていただいたところでございます。   なお、特別交付税につきましては、前年度と同額の４億５，０００万円を計上しておるところでございます。   次に、９ページからの特定財源の関係でございますが、それぞれ積算根拠等を十分ではございませんけれども、説明欄に記載をさせていただいておりますので、省略をさせていただきたいと思います。   次に、ページをちょっと送っていただきまして、３４ページまでお願いしたいと思います。   下段の基金繰入金でございますが、２つ目でございますけれども、財政調整基金につきまして、今年度は約２億８，０００万円を計上させていただいております。これは、主に先ほど申しました行政情報システムの更新事業等の財源に充てるものでございます。   また、下段の先行取得用地活用対策基金の繰入金でございますが、平成２４年につきましては、４億４，５００万円余りの繰入れを計上させていただいております。施政方針にもございましたとおり、土地開発公社先行取得用地の債務、これは、平成２３年度末で１６億８，４００万円余りの簿価となるわけでございますが、これにつきましては、平成２７年度までにすべて解消するということといたしておりまして、計画的な買い戻しを行うこととしておるところでございます。平成２４年度に買い戻しをいたします内訳でございますけれども、丹波地区の曽根地内の国道用地先行取得事業用地６，２２６平米、これの買い戻しに２億６，４８６万３，０００円。同じく曽根地内でございますが、まちづくり推進事業用地取得事業用地３，１７３平米の買い戻しに２，２３１万３，０００円。それから、和知地区の大倉のヒヨ谷開発事業用地７万３，７２６平米の買い戻しに１億５，８１８万８，０００円の繰り入れをお願いするものでございます。   さらに、３５ページでございますが、住民生活に光をそそぐ基金繰入金として９００万円を計上しております。この基金につきましては、今年度、平成２４年度限りでなくなる基金でございますが、町営バスの繰出し事業、それから、観光振興事業に充当するものでございます。 
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  以上、まことに簡単ではございますが、歳入予算の説明とさせていただきます。   次に、歳出予算でございますが、ページをめくっていただきまして、４９ページをお願いしたいと思います。   総務費の財産管理費でございますが、上段の工事請負費の説明欄の町有施設解体撤去等工事７３７万６，０００円をあげておりますが、これにつきましては、丹波の高岡地内でございますが、旧ＪＡ竹野支所前にございます旧町営住宅、それから、旧高岡駐在所につきまして、老朽化が進んでおりまして、大変危険な状況にあることから今回これを解体撤去いたします費用として６００万円、それから故障しております丹波地区内の屋外チャイム、これ３カ所あるわけでございますけれども、これの撤去費に１３７万６，０００円を計上したところでございます。   次の欄の公有財産購入費でございますが、これは、ただいま歳入で申し上げました丹波地区曽根地内の国道用地先行取得事業用地、それから、まちづくり推進事業用地、そして、和知の大倉ヒヨ谷開発事業用地の買い戻し分として、４億４，５３６万４，０００円を計上しておるところでございます。   また、二つ下の欄の負担金補助及び交付金の中の町有財産有効活用支援負担金１０４万円でございますが、これにつきましては、小学校の統合によりまして閉校となりました瑞穂地区の三つの小学校につきまして、地域振興会等の地元組織において、活用方法を検討をいただいておりましたところ、梅田地域と質美地域につきまして協議が整いまして、地域コミュニティーの活動の場として、地域で活用していくことが決定されたところでございます。   しかしながら、電気代でありますとか水道代、また、除草等の管理経費も必要であるというふうなこともございまして、当面２年間につきまして、管理運営委託契約を結びまして、地域が活用していくための町の支援措置として、基本的な維持管理経費の７割を負担金として支出するとしたものでございます。   内訳といたしましては、梅田地域に２９万円、質美地域に７５万円を予定しております。   次に、少しページを飛ばさせていただきまして、５３ページをお願いしたいと思います。   工事請負費の旧和知第二小学校解体工事、２，１３７万８，０００円でございますが、老朽化し、長年の懸案事項でございました校舎の解体につきまして、平成２３年度の実施設計により実施するものでございます。   それから次に、５５ページでございますけれども、中ほどの交通対策費のバス運行事業会計繰出金６，０６４万９，０００円でございますが、平成２４年度から開始いたします和知地区における路線追加や質美線におけるスクール専用バスの運行等に伴いまして、前年度比
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６４２万５，０００円の増となっておるところでございます。   次に、地域振興事業費の事業項目でございますが、協働のまちづくり事業でございます。５７３万５，０００円を計上させていただいておりますが、主には最下段の負担金補助でございますが、住民自治組織まちづくり交付金といたしまして１４団体、これは１団体均等割として２０万円、それから、人口割で一人当たり５０円というふうなことで、３６２万７，０００円でございます。   それと、次のページ、５６ページになりますが、地域力向上事業助成金につきまして、１団体５万円として、１４団体分の７０万円を計上させていただいておるところでございます。   次に、下から二つ目の電算管理費の工事請負費２億３，５３８万３，０００円でございますが、これにつきましても、債務負担行為で説明をさせていただきました行政情報システムの更新費用でございます。平成２４年度にサーバー類、あるいは各システムの再構築を行うものでございます。   ５７ページの２段目の情報推進費の携帯電話等エリア整備事業でございますが、２，７１４万円を計上させていただいております。これにつきましては、和知地区の携帯電話の不感地域の解消に向けまして、携帯電話用の鉄塔を整備するものでございます。場所につきましては、仏主と上粟野を予定しております。   次に、６０ページをお願いをいたします。   徴税費の下段でございますが、負担金補助及び交付金で中ほどでございますが、京都地方税機構負担金ということで、職員人件費やシステム経費負担金分といたしまして、１，４６３万円を計上させていただいております。現在、本町からは３名の職員を派遣をしておるということでございます。   次に、６６ページをお願いをいたします。   下段の民生費の障害者福祉費でございますが、前年度比１，１９６万７，０００円の減額となっております。障害者自立支援事業におきます送迎サービス利用促進事業等の通所事業所への特別対策の終了などによりまして減額となっておるところでございます。   次に、６９ページでございますが、６９ページからは老人福祉費でございますが、７０ページの事業項目の下から二つ目の地域包括ケアシステム推進事業でございますが、１，８２１万５，０００円を計上しておるところでございます。この事業につきましては、医療、介護、福祉の連携強化により、高齢者が安心して在宅生活を送ることができる包括的なシステムを構築するというものでございますが、特に平成２４年度におきましては、委託料の下段の地域包括ケア相談業務委託料５００万円でございますが、高齢者が地域で気軽に総合的な
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相談ができる場として町内の医療機関や介護事業所などに委託をいたしまして、本町独自の仮称地域包括ケア相談所というものを開設するということにしております。このほか７１ページの負担金補助及び交付金の下から二つ目の地域介護サービス確保事業助成金５００万円でございますが、京都府の地域包括ケア総合交付金というものも活用をいたしまして、中山間地域でのモデル事業といたしまして、訪問看護や訪問リハビリなどの訪問系サービスの事業所の育成、あるいは介護職員等の人材確保への助成を行いまして、介護サービスの安定的な供給に資していくということにしておるところでございます。   また、最下段でございますが、新たに介護予防安心住まい推進事業費補助金として８０万円を計上しております。これにつきましては、要介護状態になる可能性の高い高齢者の生活機能の維持向上及び家庭内における転倒事故等を防止する観点から介護保険による住宅改修と同じ内容の住宅改修工事につきまして、工事費の３分の２、上限は１６万円ということでございますが、これを補助することとしたものでございます。   次に、７３ページをお願いをいたします。   児童福祉費でございますが、事業項目の下から二つ目の子どものための手当支給事業２億１，９００万１，０００円につきましては、現在、審議中でございますけれども、３歳未満を１万５，０００円、３歳以上小学校修了までの１子、２子が１万円、３子以降は１万５，０００円、中学生を１万円と、そうする新たな制度によりまして、計上させていただいたものでございます。なお、児童福祉費が前年に比べまして、大きな減額となっておりますのは、主にこの子ども手当の制度の変更によるものでございます。   次に、７４ページでございますが、１段目の委託料のファミリーサポート事業委託金５００万円につきましては、多様な子育て支援サービスの充実を図る目的で、昨年１０月から実施をしてきておるところでございますが、児童の預かり等の総合支援活動を社会福祉協議会に委託して、実施するものでございます。   次に、７５ページの下段でありますが、保育所費でございます。総額３億２，９８８万９，０００円を計上しておるところでございます。３保育所、１分園で入所児童につきましては、２９５人を見込んでおりまして、所要の経費を計上させていただいております。   なお、今年度につきましては、７８ページの工事請負費のところでございますが、先ほども申し上げましたが、上豊田保育所の耐震補強工事、屋根の改修でございますけれども、これを実施することとしておるところでございます。   次に、８１ページをお願いしたいと思いますが、保健事業費でございますが、本年度におきましても、各種の健診事業等を実施をしてまいります。特に、特定健診につきましては、
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最終の目標年度を迎えるというところでございまして、受診率につきましては、平成２２年度の実績で４９％となっております。この比率につきましては、京都府内では第１位の比率というふうになっておりますが、目標は６５％というふうなことでございますので、一層啓発に努力していくこととしているところでございます。   また、その他の健診事業につきましても、プラス５％の受診率の向上を目指して、啓発をしていくということにしております。  次に、８３ページでございますけれども、事業項目の最下段の新エネルギー導入促進事業でございますが、６００万８，０００円ということで計上をさせていただいております。これは、平成２２年度から実施をしております住宅太陽光発電の設置補助でございますが、１キロワット当たり３万円の補助で上限は１２万円ということでございます。平成２３年度におきましては、これまでに３５件、３９０万円余りの補助金の交付決定を行っておるということでございますが、地球温暖化防止対策としての普及推進を初めといたしまして、新エネルギーとしての期待が非常に高まっていることから、今後におきましても増加していくのではないかなというふうなことで、考えておりまして、平成２４年度におきましては、おおむね５０件分を計上をさせていただいたところでございます。   次に、８４ページでございますが、診療所費でございますけれども、１億５，１２７万２，０００円の減額となっておりますが、これにつきましては、平成２３年度には、旧瑞穂病院施設の解体撤去費用を計上しておりましたのと、病院運営の一本化に係る直診勘定の整理事業を計上しておりましたために、大きな減額となっておるところでございます。   次に、少しページは飛びますが、９０ページをお願いをいたします。農業費の農業振興費でございますが、４，６８８万９，０００円の増額としております。農業振興費は事業項目が大変多くございまして、個々に増減はあるわけでございますが、特に９１ページの事業項目の真ん中ほどからやや下の有害鳥獣対策事業でございますが、前年度比３，０１４万１，０００円の増となっております。有害鳥獣対策事業につきましては、年々事業費も増加をしてきておるわけでございますが、平成２４年度におきましては、国庫補助事業の野生鳥獣被害緊急対策事業というものに１６団体が取り組まれるということになっておるところでございます。   それから、事業項目の下から三つ目の京丹波「食の郷」創造プロジェクト事業４７０万６，０００円でございますが、これにつきましても、先ほどもございましたが、「食の祭典」につきましては、平成２４年度は、丹波自然運動公園を主会場に実施するということにしておりますが、運営につきましては、京丹波町観光協会に委託をするとしておるところでござい



 

－３８－ 

ます。   なお、平成２３年度に制作をいたしました食のキャラクター「味夢くん」というのを制作をいたしましたが、これの缶バッジの制作でありますとか、ＰＲ活動、また食育の推進などにつきましても積極的に取り組むこととしておるところでございます。   次に、９５ページをお願いしたいと思います。   下段の農地費でございますが、農地保全事業につきましては、９６ページの負担金補助及び交付金の中の農林漁業事業補助金１，６００万円を計上しておりますが、これにつきましては、各農家組合や水利組合から要望がある用水路や農道補修など２２カ所分の補助を計上したところでございます。   また、土地改良施設維持管理事業として、同じく９６ページの工事請負費でございますが、２，２５０万円を計上しております。   これにつきましては、下山地内の天満宮大池の不明水の防止対策、それから管理道の修繕工事費を計上をさせていただいたものでございます。   それから、次の９７ページの山村開発センター費でございますが、工事請負費に３，７００万円を計上しております。これにつきましては、山村開発センターが建築後、もう３０年経過しております。昭和５７年の建築でございますが、非常に雨漏りが見られるというふうなことから屋根の改修、それから、玄関、ロビーの天井ボードの取り替え等を行うものでございます。   少しページを飛ばさせていただきまして、１０２ページをお願いしたいと思います。   林業費の林業振興費でございますが、これも数多くの事業項目がございまして、それぞれ増減があるわけでございますが、特に事業項目の中ほどの森林管理道開設事業につきましては、施政方針にもございましたが、和知地区の坂原地区と西河内地区を結ぶ塩谷長谷線の開設事業に８，５９５万３，０００円を計上しておりまして、平成２４年度におきましては、計画延長４，８００メートルのうちの８００メートルにつきましての整備を計画しているところでございます。   また、その次の事業項目の丹波くり振興事業でございますが、現在、丹波くりの生産出荷につきましては、最盛期の１０分の１程度といった状況にありますことから、黒大豆、小豆の振興に加えまして、丹波くりの生産につきましても、具体的に推進していくということとしておりまして、苗の購入費、それから、新規改植に要する経費の２分の１の補助につきまして今回新たに予算化をさせていただいたものでございます。   また、事業項目の最下段の木のぬくもり活用推進事業でございますが、平成２３年度にお
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きましては、間伐材の活用研究といたしまして、ウッドボイラーの導入工事などを行ったところでございますが、平成２４年度におきましては、間伐の促進と間伐材の有効活用などを通しまして、豊かな森づくりと資源循環型社会の構築を目指す、そういった目的で仮称森づくり基本計画を策定をいたしまして、間伐材等の生産から流通までの一体的な基本計画を策定するということにしておるところでございます。   それから、１０６ページをお願いをいたします。   中ほどの商工費の商工振興費の負担金補助及び交付金でございますが、その中の一番下でございますけれども、平成２４年度におきましても、商工会のプレミアム商品券発行につきまして補助をすることとしております。平成２４年度も平成２３年度と同額のプレミアム部分が７０万円の総額７７０万円の発行が計画させておるということでございます。このプレミアム部分に印刷広告費等を加えました額の４分の３につきまして、補助をすることとしたところでございます。   次に、１１１ページをお願いをいたします。   下段の道路橋梁費の道路新設改良事業でございますが、総額９億４，１７５万７，０００円を計上しておりまして、前年度比６億２，５６５万６，０００円の増というふうなことで大きな伸びとなっております。主な内容でございますが、最下段の委託料の測量設計管理業務等委託料が１億３，１２０万円でございます。   次のページでございますけれども、工事請負費でございますが、１７カ所分になりますけれども３億３００万円、それから用地購入の関係が１４カ所で４億４，８７０万円、物件保障費につきましては、８カ所で５，４９０万円とそういう内容になっております。このうち丹波パーキングエリアと一体的な地域振興拠点の整備に要する経費でございますが、これにつきましては３億７，５００万円ということを予定をしておるところでございます。この３億７，５００万円の内訳につきましては、平成２４年度におきましては、造成工事等の詳細設計と用地取得を計画しておるところでございまして、測量設計等の委託料が６，１００万円、用地費につきまして３億４００万円、工事請負費としては１，０００万円を予定をしておるというそういった内容でございます。   次の河川費でございますが、１１３ページの水資源開発対策費のダム関連対策事業でございますが、事業最終年度となる町道２３５号線の改良工事の負担金に１億３，５００万円、それから、林道長谷線の改良工事の負担金として２，０００万円を計上させていただいております。なお、完成後のダム湖畔の活用に向けまして、用地測量費として、委託料でございますけれども２５０万円を計上させていただいております。 
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  次に、１１６ページをお願いいたします。   消防費でございますが、まず、常備消防費につきましては、広域消防組合の負担金ということで、平成２３年度の実績により計上をさせていただいております。   次の非常備消防費には１億７３６万４，０００円を計上しておりまして、平成２４年度におきましては、操法大会の開催年というふうなことでございます。その費用のほか、１１７ページの中段でございますけれども、備品購入費の一般備品１，４５５万円のうち、消防団員用法被の購入等に１，３５５万円を予定しておりまして、これらが主な増加要因となっておるところでございます。   １１８ページの消防施設費につきましては、前年度比２，１２４万８，０００円の増額となっております。防火水槽の５基の整備を計画をしておるところでございます。さらに、消防車両更新事業といたしまして、ポンプ車１台、小型ポンプ付積載車４台を更新するという予定でございます。   また、次の防災費でございますが、１１９ページの一段目の委託料の地域防災計画策定業務委託料でございますが、これにつきましては、地域防災計画の改定に係る費用でございますが、４月に予定をされております原子力防災に関わる国の防災指針の改定を受けまして、本年秋までに改定するとそういう予定でおります。   それから、次の備品購入費の一般備品６２万８，０００円でございますが、これにつきましては、原子力防災対策の一環といたしまして、放射線を計る空間放射線量計というものと、個人放射線量計というものを購入いたしまして、本庁と支所にそれぞれ１台ずつ配備する、合計６台になりますけれども、そうしたこととして計上させていただいておりまして、放射線の調査でありますとか、あるいは職員向けの研修などに活用するほか、住民の皆さんの放射線に対する不安の解消に役立てていただけるように貸し出すことを計画しておるところでございます。   次に、１１９ページの下段からの教育費でございますが、少しページを飛ばしていただきまして、１２７ページをお願いをいたします。   中学校費の学校管理費でございますが、前年度比４，７６９万７，０００円の増額となっておりますが、これにつきましては、主に１２８ページでございますが、中ほどの工事請負費をごらんいただきたいと思いますが、７，３６４万８，０００円を計上しております。内訳を申し上げますと、蒲生野中学校関係では、屋根の改修工事に４，９８０万円、それから、エアコン修繕に６４万８，０００円、砂場の改修に３０万５，０００円、それから、瑞穂中学校関係では、受電設備工事に１，９３０万円、男子トイレの修繕に１５７万５，０００円、
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パソコンルームの配線工事に１８万円と、また、和知中学校関係では、高圧ケーブルの張替工事費として１５１万２，０００円、それから、教室の床改修に３２万８，０００円を計上させていただいたところでございます。   次に、また、少しページを飛ばさせていただきまして、１４０ページをお願いいたします。   下段の学校給食費の事業項目の学校給食調理場等整備事業でございます。２億７，７０３万１，０００円を計上させていただいております。この事業につきましては、平成２５年度からすべての中学校での給食の実施に向けまして、橋爪地内の旧瑞穂病院跡地に蒲生野中学校、瑞穂中学校、瑞穂小学校の児童への５６０食を賄う新給食センターの建設、それから、配膳室の整備などを行うものでございまして、１４２ページでございますが、中ほどの工事請負費２億４，６９９万７，０００円のほか、備品購入費や設計管理業務等委託料等に所要の経費を計上をさせていただいたところでございます。   また、１４３ページからは、災害復旧費でございますが、それぞれの突発的な災害に備えたものでございますが、下段の土木施設分でございますが、工事請負費でございますけれども、１億３，０００万円を計上させていただいております。これにつきましては、昨年５月の豪雨の影響と思われるわけでございますが、京都中央テクノパークに隣接をいたします町有林の山林の一部に地すべりが確認をされたということでございます。場所につきましては、２７号バイパスとテクノパークを横断いたします町道との交差点から和知方向に向かって右側でございますけれども、畑川ダムの工事を行っております建設工事事務所を少し超えたところの裏山でございます。この山林につきましては、平成５年に当該工業団地の開発に伴いまして、都市計画法に基づき町に帰属したものでございますが、ボーリング調査等を行いました結果、約１万立米の土の処分、それから、アンカー工事が必要というふうなことになりまして、これらに必要な経費を計上させていただいたところでございます。   あと、最後に、１４４ページの公債費の関係でございますが、元金償還分といたしまして１４億９，３４２万７，０００円、それから、利子分といたしまして２億４８１万９，０００円を計上させていただいております。   なお、予算書の一番最後のページをごらんをいただきたいと思います。   最後のページに地方債残高の見込みに関する調書というのを載せております。この調書につきましては、あくまで許可ベースの額での表でございますけれども、増減見込みの欄を見ていただきますと、平成２４年度中の借り入れが１６億１，９５０万円を予定しております。それから、元金償還につきましては、今、申し上げました１４億９，３４２万７，０００円ということでございまして、差し引き１億２，６０７万３，０００円増加するというふうな
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ことになっておるところでございます。そうした状況でございます。   以上、飛ばし飛ばしの説明というふうなことで、十分な説明はできませんでまことに恐縮でございますが、一般会計予算の補足説明とさせていただきたいと思います。   なお、資料といたしまして、当初予算の概要、あるいは所管ごと課ごとにまとめました資料なども配付をさせていただいておりますので、参考としてご覧いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長（野口久之君） これより、暫時休憩といたします。 休憩 午前１１時４２分 再開 午後 １時１５分 ○議長（野口久之君） それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。   下伊豆住民課長。 ○住民課長（下伊豆かおり君） それでは、議案第１５号 平成２４年度京丹波町国民健康保険事業特別会計予算について、補足説明を申し上げます。   今年度の予算総額を１９億６１２万９，０００円とするもので、前年度と比べまして６，８８９万１，０００円、３．７％の増となっております。   まず、予算の前提といたしましては、予算編成時点における被保険者数を一般退職併せて４，８６２人、世帯数を２，７１７世帯とし、各被保険者の所得及び固定資産税額を基礎として算定いたしました。被保険者の状況といたしましては、平成２３年度、当初予算時点よりも６８世帯１５５人の減少となっております。平成２４年度の国保税率につきましては、先ほどの提案説明にもございましたように長引く厳しい経済情勢を考慮し、基金繰入れを前提として、前年度と同率に据え置くこととして予算を計上させていただいております。   また、国保運営に係ります都道府県の調整機能の強化、及び市町村国保財政の共同安定化事業の円滑な推進のための財源として、都道府県調整交付金は７％から９％に引き上げとなり、それに伴いまして、療養給付費等負担金の定率国庫負担は３４％から３２％とする国保法の改正が予定されておりますので、その変更を前提として、予算を編成させていただいております。   それでは、詳細につきましては、事項別明細書により説明させていただきます。   まず、歳入から、事項別明細書の４ページをお願いいたします。   最初に、１款、国民健康保険税でございますが、一般被保険者分全体といたしましては、前年度比７１万３，０００円減の３億６，３３２万３，０００円で、現年度分では、被保険者数、世帯数の減少と基準総所得の減少により２７１万３，０００円の減、滞納繰越分では、
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今年度の実績見込み分から２００万円の増を見込みました。   また、退職被保険者分といたしましては、ほぼ前年度並みの３，７７５万１，０００円といたしております。予定収納率といたしましては、一般被保険者９３．５％、退職被保険者９８％で算定いたしております。   次に、５ページの３款、国庫支出金、国庫負担金のうち、療養給付費等負担金につきましては、歳出に計上いたしました療養給付費等をもとに対象額に負担割合を乗じて、現年度分２億６，９６１万１，０００円を計上いたしております。療養給付費等負担金の負担割合につきましては、先ほど申しましたように負担率が従前の３４％から３２％となり、減る２％分につきましては、都道府県調整交付金への上乗せとなります。   また、平成２２年度の精算に係る負担金については、３４％で算出しております。対象となります療養給付費や負担すべき後期高齢者支援金は増えておりますが、対象費用から控除される前期高齢者交付金などの特定財源が増加したこと及び負担金率の変更により８８４万９，０００円の減となっております。   ６ページの２目、高額医療費共同事業負担金につきましては、歳出に計上いたしました負担金をもとに算定いたしております。   ３目の特定健康診査等負担金は、特定健診、特定保健指導に係る国の負担金単価に健診や保健指導の受診見込み者数を乗じて計上いたしました。   ２項の国庫補助金、１目、財政調整交付金につきましては、普通調整交付金では市町村の財政の不均衡の是正措置として、医療給付費等の必要額である調整対象需要額から国、府等の交付金や給付に見合った標準的な保険税額となる調整対象収入額を控除して算出し、全体で１億１，８２０万９，０００円を見込んでおります。   特別調整交付金につきましては、特別の財政事情に係る交付金ということで、説明欄に掲げております経費分を見込んでおり、直診施設の機器整備や運営に係るもの、健康管理センターでの保健事業に係るもののほか、昨年度から団体医療圏で取り組んでいる糖尿病重症化予防事業に係る補助金、国保ヘルスアップ事業など、合わせまして２，５１２万７，０００円を見込んでいるところでございます。  次に、２目、出産育児一時金補助金については、補助金制度が終了いたしますので、平成２４年３月出産分だけが対象になり、１件あたり１万円、２件分のみを計上しております。   ７ページの最下段、４款、療養給付費交付金につきましては、退職者医療分について、被用者保険からの拠出金を社会保険診療報酬支払基金から受け入れるもので、退職者医療の対象費用額から保険税相当額と算定される額などを差し引いて１億１，８６７万９，０００円
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を計上いたしております。   次に、８ページ、５款の前期高齢者交付金につきましては、６５歳から７４歳までの前期高齢者の医療費について、医療保険者間の財政調整として、被用者保険からの拠出金を受け入れるもので、各医療保険者における前期高齢者の医療費の実績割合に応じて、交付を受けるものになっております。平成２４年度分の概算分と平成２２年度の精算として返還すべき額を相殺して５億２，９１９万９，０００円の交付を受ける見込みとなり、前年度と比較して５，８００万円余りの伸びとなりました。厚生労働省から示された数値に基づき算定しておりますが、本町国保の前期高齢者の加入見込率の伸び、一人あたりの医療費の伸びによるところが主な要因となっております。   ６款の府支出金、府負担金の高額医療費共同事業費負担金と特定健康診査等負担金につきましては、国庫支出金と同じ算定方法により同額を計上いたしております。   ９ページの２項、府補助金、財政調整交付金につきましては、国庫負担金の療養給付費等負担金の負担割合が減る分、都道府県調整交付金に上乗せされるということから、前年度よりもプラス２％で算定いたしております。対象となる保険給付費等に前年度の交付率を参考として算出し、さらに糖尿病重症化予防事業などの保健事業関連分を含めまして、７６２万１，０００円といたしております。   ９ページ中ほどの７款、共同事業交付金については、どちらも国保連合会から交付されるものですが、１目、高額共同事業交付金は全国レベルでの共同事業で、１件８０万円を超える医療費分について、２目の保険財政共同安定化事業交付金は、都道府県レベルでの共同事業として、１件３０万円を超え８０万円以下の医療費を対象としております。各市町村からの拠出金の中から毎月支払う高額療養費の額をもとに交付されるもので、事業主体である国保連合会から示された見込み額で計上をいたしております。   １０ページの９款、繰入金、１目、一般会計繰入金では、総務省からの繰り出し基準等に基づいて、計上いたしております。   １節の保険基盤安定繰入金については、一般被保険者に係る低所得者の７割、５割、２割といった保険税の軽減分と保険者支援分でございます。   また、４節の財政安定化支援事業繰入金につきましては、国保事業に係ります交付税算入分ということで、一般会計からの繰入れをお願いしております。   基金繰入金につきましては、冒頭説明いたしましたとおり、国保税率の据え置きに伴い、収支の均衡を図るために繰り入れを行うものとしております。平成２３年度、平成２４年度で、予算ベースでの繰り入れを行った場合の残高は１，８６０万６，０００円になる見込み
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となりました。   １１ページの１１款、諸収入につきましては、一般被保険者に係る延滞金、また、第三者納付金を主なものといたしまして、全体で２５３万６，０００円を計上したところでございます。   次に、１３ページからの歳出について、説明を申し上げます。   １款の総務費、一般管理費につきましては、保健師の人件費やレセプト点検の嘱託職員賃金、その他事務費を計上いたしております。   １４ページ、賦課徴収費では、主に郵送料でございます。   それから、１５ページから１６ページにかけましての２款、保険給付費、療養諸費につきましては、過去３年間の医療費をもとに平成２４年度の被保険者数の見込み数や医療費の伸びを勘案して、算出いたしております。被保険者数は減少傾向ですが、１人当たりの医療費が伸びていることから、療養給付費では、一般被保険者分で４％、退職分で５％の伸びを見込んでおります。療養諸費では、一般退職の療養給付費と審査手数料を含みまして、１１億１，９５６万８，０００円としております。前年度と比較しまして、２．９％、３，２４３万４，０００円の増額といたしております。   次の２項、高額療養費については、月によって変動も大きいことから、一般、退職とともに直近の支給額から推計して、全体で１億２，２２０万円を計上いたしました。   １８ページ、出産育児一時金については、１件当たり４２万円として２０件分、葬祭費については、１件５万円で２５件分を見込んでおります。   精神・結核医療付加金は、精神障害医療及び結核医療の自己負担分を給付するもので、平成２３年度の見込み額から計上いたしております。   １９ページの３款、後期高齢者支援金につきましては、現役世代から後期高齢者医療への支援金ということで、健保や共済なども含め、各医療保険者が４割分を拠出するもので、平成２４年度の概算分は２億４，４２１万８，０００円となり、平成２２年度分の精算分７３８万６，０００円が相殺されておりますが、なお伸びる高齢者の医療費に対応するため、前年度に比べて１，９２４万５，０００円増加の２億３，６８３万２，０００円となっております。   １９ページの４款、前期高齢者納付金につきましては、６５歳から７４歳までの前期高齢者の医療費に係ります医療保険者間の財政調整でございますので、保険者における前期高齢者の医療費の実績割合に応じて納付する場合と交付を受ける場合がありますが、本町の場合は、歳入で説明いたしましたように、前期高齢者の占める割合が多いことから、前期高齢者
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交付金で受け取ることになります。しかし、各保険者が拠出する額には上限が設けられておりまして、その上限を超える分には、国保を含めて各保険者が負担し合うということになっておりますので、その金額を計上いたしております。   ２０ページの最下段、６款、介護納付金につきましては、介護給付費や介護予防事業の財源として４０歳から６５歳の被保険者数に応じて、各医療保険者が負担するもので、厚生労働省が示す算出方法により、所要額を見込んでおります。平成２４年度の概算納付分と平成２２年度の精算見込み分を相殺しまして、９，７９９万４，０００円を計上いたしております。   ２１ページの７款、共同事業拠出金についてですが、先ほど申しましたように１件８０万円を超えるレセプトを対象として、歳入の共同事業交付金の財源として、全国レベルでの同事業に対して、各保険者が負担するもので、国保連合会から示されました見込み額により計上いたしております。また、３０万円を超え８０万円以下の医療費に係ります都道府県単位での共同事業である２目の保険財政共同安定化事業の拠出金については、京都府国民健康保険広域化等支援方針に基づきまして、昨年度より拠出方法の算定方法が一部見直され、被保険者割、医療費実績割、所得割によって算定されております。今後、対象医療費の引き下げと併せて、拠出方法の見直しが検討されることになっておりますが、平成２４年度については、変更はございません。   ２１ページの最下段、８款、保健事業費の特定健康診査事業費では、４０歳から７４歳までの被保険者に係ります特定健診に係る費用を一般会計に繰り出し、集団健診の方法で実施することとしております。平成２４年度は特定健診等実施計画の最終年度で、計画目標受診率は６５％ですので、一層の啓発事業に取り組むこととしておりますが、現在までの状況から対象者の５５％、受診見込み者数２，０１２人で予算化をしているところでございます。   一般会計への繰出金１，９９６万２，０００円を主なものといたしまして、全体で２，１２３万４，０００円を計上いたしております。   ２２ページの疾病予防費の疾病予防事業では、無診世帯への記念品や医療費通知費用のほか、人間ドックの助成金を計上いたしております。今年度も人間ドック助成金は、今までと同様に基本９割補助、脳ドックは１万円の個人負担で残りを補助することとして、平成２３年度の申し込み状況を踏まえ、１泊ドック１１件、半日ドック２１７件分を見込んでおります。健康増進事業においては、一般会計で実施しておりますがん検診等について、国保被保険者分の費用を国保の保険事業に位置づけ、一般会計への繰り出し３２２万６，０００円を予定しております。なお、この費用については全額京都府の交付金の対象となる見込みでご
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ざいます。また、昨年度から継続で南丹医療圏の広域で取り組む保健事業として、糖尿病重症化予防事業として、委託料８５３万３，０００円を主なものとして、事業費全体で８９８万１，０００円を計上いたしました。今年度も、国の特別調整交付金、国保ヘルスアップ事業の活用を予定いたしております。   ２３ページの健康管理センター事業費では、施設管理費、訪問指導事業費、スポーツ講座開催事業費を合わせまして、前年度より２６万１，０００円減の５０５万３，０００円としております。   ２４ページから２５ページの１１款、諸支出金では、保険税の還付金を計上するとともに、繰出金においては、歳入の特別調整交付金となっております医療機器の整備やへき地診療所の運営補助金分１，０５６万８，０００円を病院事業会計に繰り出すことといたしております。   以上、国民健康保険事業特別会計の説明とさせていただきます。 ○議長（野口久之君） 下伊豆課長、ちょっと待ってください。   ９ページ、２項の府補助金のとこで、財政調整交付金の節です。これ７，６２１万円となっておりますが、７６２万１，０００円と言われましたので、訂正願います。 ○住民課長（下伊豆かおり君） 失礼いたしました。９ページの府補助金、財政調整交付金は間違えておりまして、正しくは７，６２１万円でございます。訂正させていただきます。   続きまして、議案第１６号の平成２４年度京丹波町後期高齢者医療特別会計について、説明を申し上げます。   会計の概要といたしましては、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、後期高齢者に係る保険料を徴収し納付すること、及び保険料の軽減に係る保険基盤安定繰入金を一般会計から受け入れ、広域連合に納めるというもので、平成２４年度の予算総額は２億１，６８４万５，０００円、前年度より１０．５％増となっております。保険料や保険基盤安定負担金につきましては、広域連合の算定に基づき予算を編成したところでございます。   詳細につきましては、事項別明細書によりご説明を申し上げます。   最初に、歳入から説明をさせていただきます。   事項別明細書の３ページをお願いいたします。   歳入では、１款、保険料、後期高齢者医療保険料でございますが、現年度分につきましては、広域連合の保険料算定に基づき、前年度と比較いたしまして１，３４４万９，０００増の１億４，４０２万５，０００円を計上いたしております。現在の調定額により按分し、特別徴収分を８０％の１億１，５１４万円、普通徴収分を２０％の２，８７８万５，０００円
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としております。なお、保険料率につきましては、２年ごとの改正となっており、平成２４年度、平成２５年度の保険料が、先日行われました広域連合議会で決定されたところでございます。京丹波町については、平成２０年の制度創設時から不均一保険料の適用となっております。今回が特例期間の最終期ということで、今期の保険料は均等割４万４，４００円、所得割８．７３％、１人当たりの保険料は４万２，３５７円と見込まれております。   なお、保険料の限度額につきましては、国の政令改正を受けて、５０万円から５５万円に引き上げとなっております。   ３款の一般会計繰入金については、事務費分といたしまして６２５万２，０００円、所得の少ない方に対する保険料の軽減に係ります基盤安定繰入金として６，１９７万８，０００円を計上いたしております。平成２４年度の事務費繰入金については、後ほど歳出で説明いたします広域連合標準システムの機器の更改費用が発生することから、その分を含めて計上いたしております。   次に、４ページ、４款の繰越金は、出納整理期間に収納した保険料分を見込んでおります。   ４ページ最下段の５款、諸収入、雑入につきましては、広域連合助成金として平成２２年度から始まりました後期高齢者の人間ドック助成事業１５７万５，０００円を主なものとしております。広域連合が国の特別調整交付金を活用され、ドックの受診助成に必要な経費の１０分の１０の交付を受けるものでございます。   次に、５ページの歳出でございますが、１款、総務費、一般管理費では、７５歳到達時や、被保険者証の一斉更新に係る郵送料など、一般事務経費分として１５４万２，０００円と平成２４年度、広域連合標準システムの更改に合わせて、町単独分で各支所に設置しております連携端末を更新する必要があることから、端末機とネットワーク設定等に係ります費用を合わせて３０７万２，０００円を見込んでおります。   ２項の徴収費では、保険料決定通知書の印刷と郵送費用と口座振替手数料が主なものでございます。   ６ページ、２款の広域連合納付金では、徴収いたしました保険料と保険料軽減分の負担金を広域連合に納付するものでございます。   ３款の保健事業費では、歳入で説明いたしましたように、広域連合からの助成金を受け、人間ドックの助成金を計上いたしております。助成割合は国保と同様に基本９割補助とし、半日ドック２４人、１泊ドック１人を見込んでいるところでございます。   以上、簡単ではございますが、後期高齢者医療特別会計の説明とさせていただきます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 
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○議長（野口久之君） 堂本保健福祉課長。 ○保健福祉課長（堂本光浩君） それでは、続きまして、議案第１７号 平成２４年度京丹波町介護保険事業特別会計予算につきまして、その概要をご説明申し上げます。   まず、事業勘定の歳入歳出予算それぞれ２０億３０万円と定めるものでございます。前年度と比較しますと８．９７％、１億６，４６４万２，０００円の増額となります。第５期介護保険事業計画期間の初年度に当たり、第５期計画のサービス見込み量に応じて、予算計上させていただいたものでございます。以降、事項別明細書でのご説明とさせていただきます。   ３ページをお願いいたします。   歳入の１款、保険料、第１号被保険者保険料の内訳といたしましては、年度途中の資格喪失者を含む延べ第１号被保険者を５，６３８人と見込み、現年度分特別徴収保険料として３億１，９１４万９，０００円、現年度分普通徴収保険料として２，５５０万４，０００円を計上しております。   なお、第１号被保険者保険料につきましては、先ほど介護保険条例改正案でご説明させていただきましたとおり、その基準額を年額６万４，２００円とさせていただくものでございます。   ３款の国庫支出金、１項、国庫負担金の介護給付費負担金は、保険給付費のうち、施設介護給付費などの施設等に係る給付費の１５％、居宅介護サービス給付費などその他の給付費の２０％となっております。   ４ページをお願いいたします。   ２項の国庫補助金、１目の調整交付金につきましては、保険給付費の８．２８％、平成２３年度の交付申請ベースの計上とさせていただいております。   ２目の地域支援事業交付金１，１６５万４，０００円、介護予防事業分と包括的支援事業・任意事業分となっております。   ４款の支払基金交付金、介護給付費交付金につきましては、前年度に比べて４，６７０万３，０００円の増額となっております。   ４ページから５ページかけまして５款、府支出金、１目、介護給付費府負担金は、施設給付費の１７．５％、その他の給付費の１２．５％で計上させていただいております。   ６ページをお願いいたします。   ７款、繰入金、１項、一般会計繰入金、１目の介護給付費繰入金は、１，９４５万９，０００円の増額とさせていただいております。ルール分として保険給付費の１２．５％を一般会計から繰入れをお願いするものでございます。 
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  続きまして、歳出につきまして、８ページからでございます。   １款、総務費、３項、介護認定審査会費では、円滑な認定調査を実施するための認定調査員の臨時雇用賃金９０万８，０００円、主治医の意見書作成委託料５４８万１，０００円を計上しておりますのと、認定審査会府委託負担金として８５６万円を計上させていただいております。審査会につきましては、本年度につきましても京都府に事務委託させていただくこととしております。   次に、９ページをお願いいたします。   ２款、保険給付費、１項、介護サービス等諸費の主なものといたしまして、１目の居宅介護サービス給付費では６億８２０万７，０００円、訪問介護の利用者を月１４９人、通所介護３３０人など見込んでおります。   ２目の地域密着型介護サービス給付費では、１１０万円の増額とさせていただいております。これは、町内の既存グループホームに４月に開設となるグループホームの利用者９名を含め、２２人の利用を見込むものでございます。   １０ページをお願いいたします。   ３目の施設介護サービス給付費は、１億１，５０４万２，０００円の増、介護老人福祉施設１８４人、介護老人保健施設８９人の入所を見込んでおります。なお、年度途中の施設整備は見込んでおりませんけれども、現状の推移から大幅な増を見込むものでございます。   ２項の介護予防サービス等諸費では、主なものといたしまして、介護予防サービス給付費５，３８３万３，０００円、予防訪問介護４０人、予防通所介護５１人の利用を見込んでおりますのと、要支援者への介護予防サービス計画給付費６３７万７，０００円となっております。   １２ページをお願いいたします。   ４項、高額介護サービス等費３，９０２万６，０００円、利用者負担額が定められた世帯の上限額を超えた場合に支給するものでございます。   ５項の特定入所者介護サービス等費９，１３１万円、低所得の入所者に対する食事、居室料の限度額を超えた負担部分につきまして補足給付するものでございます。   以上、保険給付費の総額は１９億２，５７６万７，０００円、前年度比８．７９％、１億５，５６７万４，０００円の増額となりました。   １３ページをお願いいたします。   ３款の地域支援事業費、１項の介護予防事業費では、国の推奨によりまして、第５期介護保険事業計画の策定に合わせ、一般高齢者施策事業を一次予防事業に、特定高齢者施策事業
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を二次予防事業に、より親しみやすい通称に変更をさせていただいております。基本的な内容につきましては、これまでの一般高齢者、特定高齢者施策と同様、一次予防事業は主として活動的な状態にある高齢者。二次予防事業につきましては、要介護状態等となる恐れの高い状態に方を対象としております。   １３ページから１４ページにかけまして、２目の二次予防事業では、住民基本健診の中で、生活機能評価をするための高齢者実態把握事業、ミニデイサービス事業、運動器機能向上事業など要介護状態となることを予防するための取り組みを引き続き、積極的に展開していこうとするものでございます。   １５ページをお願いいたします。   ２項の包括的支援事業・任意事業費、２目の任意事業費では、家族介護者を支援するための家族介護用品支給事業に８４０万円、認知症地域支援事業に１１１万１，０００円を計上しております。認知症の予防と認知症サポーター養成講座など、認知症とその家族を地域で支援する体制づくりに取り組んでまいります。   続きまして、サービス事業勘定について、ご説明を申し上げたいと思います。   歳入歳出の総額を６９０万円と定めるものでございます。   事項別明細書の３ページをお願いいたします。   歳入につきましては、１款、サービス収入、１目、居宅支援サービス計画費収入が主なものでございます。委託の部分も含めまして、地域包括支援センターが作成する要支援者への介護予防サービスの計画費の収入となっております。   次に、歳出についてでございます。   ４ページをお願いいたします。   ２款の事業費、１目の居宅介護支援事業費、６６２万２，０００円、要支援者の介護予防の計画策定に係るサービス事業所への委託料が主なものとなっております。   以上、簡単ではございますが、議案第１７号 介護保険事業特別会計の事業勘定分及びサービス事業勘定分の補足説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長（野口久之君） 藤田医療政策課長。 ○医療政策課長（藤田正則君） それでは、続きまして、介護保険特別会計の老人保健施設サービス勘定について、ご説明をさせていただきます。   平成２１年１０月に開設いたしました京丹波町病院和知診療所の２階部分に当たります京丹波町介護療養型老人保健施設につきましては、早や２年６カ月が経過し、昨年度も順調に
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推移、稼働いたしております。ちなみに、昨年４月から本年２月までの平均の稼働率は８８．７％で運営され、本日現在も満床状態で運営されております。係る予算につきましては、歳入歳出の予算の総額を１億１，３４０万円とするものでございます。   予算の前提といたしましては、平成２３年度の状況を参考にして、積算を行っております。   歳入におきましては、主に入所サービスの利用者を平均要介護度３で、ベッド数１９床のうち、平均入所者数を１５床と見込み、算出をいたしております。   それでは、歳入からご説明申し上げます。   事項別明細書の３ページをめくってください。   歳入では、款、サービス収入、項、介護給付費収入につきまして、目、居宅介護サービス費収入では、要介護支援に係る短期入所療養介護の介護報酬分を計上し、次の目、施設介護サービス費収入では、要介護者を対象とした入所の介護報酬分を平均要介護度、先ほど申しました３で、１日当たり個室の利用者を２名、多床室利用者を１３名とし、平均入所者を１５名と見込んで計上をいたしております。   次に、項、介護予防給付費収入では、要支援の方を対象としての短期入所療養介護の介護報酬分を見込んでおります。項、自己負担金収入では、入所及び短期入所に係ります介護報酬の自己負担金分と居住費、食事費をそれぞれ見込んで計上いたしております。   めくっていただきまして、４ページの款、繰入金、項、他会計繰入金、目、一般会計繰入金では、全体で４，０９６万７，０００円を計上いたし、歳出予算との均衡を図っております。   なお、款、諸収入、項、１雑入、目、雑入につきましては、リハビリ通所者の給食やテレビカード代等を見込んでおります。   次に、５ページからの歳出でございますが、款、総務費、項、総務管理費、目、一般管理費では、主に施設管理費及び運営に係る一般管理事業といたしまして、９４５万６，０００円を、人件費及び嘱託職員等の人件費として８，４１４万８，０００円の計上を見込んでおります。   また、６ページ末にあります款、介護サービス事業費、項、施設介護サービス事業費、目、施設介護サービス事業費では、老健施設運営に必要な診療材料費や医薬材料費、給食業務委託料、検査委託料、機器物品の借り上げ料を主なものといたしまして、全体で１，９５９万６，０００円を計上いたしております。   以上、簡単ではございますが、老人保健施設サービス勘定の補足説明とさせていただきます。ご審議のほど賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 



 

－５３－ 

○議長（野口久之君） 木南水道課長。 ○水道課長（木南哲也君） 議案第１８号 平成２４年度京丹波町水道事業特別会計予算につきまして、補足説明をさせていただきます。   平成２４年度の歳入歳出予算総額を１５億９，２６０万円とさせていただくものでございます。前年度当初予算と比べまして、８９０万円の減額、０．６％の減となっております。   第２条、地方債につきましては、別表を作成しておりますので、後ほど説明をさせていただきます。第３条、一時借入金につきましては、借り入れの最高額を３億円と定めるものでございます。   それでは、４ページをご覧いただきたいと思います。   第２表、地方債でございますが、簡易水道事業でその財源として借り入れを行うことができる限度額を３億９，６２０万円としております。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、ご覧のとおりでございます。   続いて、歳入歳出の説明に移らせていただきますが、先に、歳出の主なものについて、事項別明細書の７ページをご覧いただきたいと存じます。   １款、水道管理費の一般管理費総額でございますが、３億４，５４６万６，０００円でございます。そのうち、人件費は６，５５１万４，０００円で、９名分の一般職給料手当等を見込んでおります。   水道事業といたしましては、維持管理費用全般を２億７，９９５万２，０００円見込んでおります。主なものとして、事業費では７，７５１万１，０００円、浄水場などの光熱水費に５，８３０万８，０００円、このほか消耗品、修繕料、医薬材料費等を前年度実績に基づき計上いたしております。   ８ページの委託料につきましては、施設の維持管理委託料、また、水質検査委託料など、総額で１億６８万１，０００円といたしております。   次に、工事請負費でございますが、水道管の移設工事では京都縦貫自動車道及び府道の道路改良に伴う配水管の移設工事などで１，５９８万円、また、漏水修理、取水送水ポンプ等の修繕工事などに２，７２５万９，０００円を見込み、予算計上いたしております。   次に、２款の施設費、水道施設費でございますが、上水道事業としまして、丹波瑞穂統合簡易水道事業費に２億４，７５２万９，０００円を計上いたしております。主な内訳といたしましては、測量設計監理業務委託料として、井脇保井谷間の送水管設計などに６００万円、１０ページに移っていただきまして、工事請負費でございますが、十津川配水管の設置工事と和田地内の寺谷団地の配管工事、畑川ダムの取水管、また、水呑及び下山地区の管路整備
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に９，６６２万５，０００円、そして、負担金補助及び交付金としまして、畑川ダム建設負担金に１億４，３３７万５，０００円としております。畑川ダムの建設工事の完了年度を迎えまして、京都府の予算に追随した積極的な予算としているところでございます。   続きまして、２目の簡易水道施設費、簡易水道事業としましては、和知簡易水道事業費に２億９，４６８万３，０００円を計上いたしております。主には工事請負費としまして、西部地区の浄水場に係る機械や設備関係、また膜ろ過等の築造などに２億９，２４９万３，０００円としており、積極的な事業実施を計画しております。   次に、３款、公債費でございますが、長期債償還元金で５億２，１１２万１，０００円を計上いたしております。前年度の長期債元金４億９，３５５万６，０００円から比較しますと、５．６％の増加となります。   １１ページの２目、利子でございますが、長期債償還利子では、１億８，０８１万１，０００円を計上いたしており、前年度当初に比べまして、５．４％の増となっております。   次に、歳入につきましてのご説明に移らせていただきます。   事項別明細書３ページにお戻りいただきますよう、お願いします。   １款、分担金及び負担金でございます。水道事業費分担金としまして、４９３万円を計上しております。新規加入分担金に３６件、また、昨年以来ご指摘を受けております過年度分の分担金につきましてですが、ほぼ整理はついているところですが、生活事情による分納者の残金分を１万６，０００円計上するところでございます。負担金では、開発団地での給水工事負担金を６件分、４８万円と、畑川ダム管理棟給水工事負担金として、京都府からの負担金５００万円を見込んでおります。また、過年度分の給水工事負担金として、分担金と同様の理由にて、平成２４年度中に分納される金額を６万円計上いたしております。   そして、水道管の移設工事負担金として、４００万円、これも、畑川ダム事業にかかわるもので、木ノ谷導水管を現在仮配管いたしておりますが、そのリース料などを京都府から受け入れるものであります。   次に、２款の使用料及び手数料としまして、水道使用料を４億９，６９７万６，０００円見込んでおります。内訳として、現年度分使用料は、前年度の使用実績に基づき算定したものでございます。和知地区の料金改定分も見込んでおります。また、過年度分としまして１００万円を計上いたしております。   次に、４ページの３款、国庫支出金でございますが、１億４，０６５万６，０００円、前年度に比べまして、５，１９６万２，０００円の増額となっております。丹波瑞穂地区に係る水道施設整備費補助金が３，５９１万８，０００円、和知簡易水道の施設整備費補助金が
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１億４７３万８，０００円で、補助対象基本額にそれぞれの補助率を乗じたものを計上いたしております。   ４款の府支出金につきましては、補助対象事業費の１０分の１の額を事業年度の翌年から５年間に分けて交付されるというものでして、あとの年度から始まります公債費の財源として、水道事業基金に積み立てるものとなります。   ５ページの６款、繰入金につきましては、一般会計繰入金で４億３，９３８万円、それから、前年度に比較しまして９，８８５万８，０００円の増となっているところです。基金繰入金では７，４４０万３，０００円を計上いたしております。   ８款の諸収入の支障物件移設補償費でございますが、京都縦貫自動車道と府道の道路改良に係る送排水管の移設工事への公共保証金として１，０９９万円を計上いたしております。   最後に、６ページの９款、町債でございますが、丹波瑞穂地区の上水道事業、和知地区の簡易水道事業費から国庫補助金を差し引き、簡易水道事業債として、合計３億９，６２０万円を計上いたしております。   以上、議案第１８号の説明とさせていただきます。ご審議賜りますようによろしくお願いします。   続きまして、議案第１９号 平成２４年度丹波町下水道事業特別会計予算につきましての補足説明をさせていただきます。   歳入歳出予算総額を９億７，５００万円とさせていただくものでございます。前年度の当初予算に比べまして１億１，６００万円の減額、１０．６％の減となっております。地方債につきましては、別表を作成しております。一時借入金としましては、一時借入金の借り入れ最高額を３億円と定めるものでございます。   それでは、４ページをお開きください。   第２表の地方債でございます。   下水道事業で限度額を５００万円、資本費平準化債で限度額を１億７，８２０万円といたしております。   それでは、先に事項別明細書によりまして、歳出の主なものについての説明に移らせていただきます。   ７ページをご覧いただきますようお願いします。   １款の総務費、一般管理費は３，８４９万円で職員５名分の人件費を計上いたしております。   次に、２款、下水道費、１項の農業集落排水費、施設整備費は１，３４１万５，０００円
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で、前年度当初予算に比べ、大幅に減額となっております。平成２３年度には、京都縦貫に絡みまして、市森地区の処理施設の解体に伴う工事費などがあったことが大きな要因でございます。平成２４年度の主なものは、竹野地内での府道改良工事に伴う管路やポンプ施設の移設に係るものとして、８ページでございますが、委託料、工事請負費を見込んでおります。また、国・府支出金等返還金の８９８万円につきましては、京都縦貫自動車道の用地として買収されました市森処理場用地、これの買収費用の６５％、つまり用地取得時の補助率でございますけれども、これを返還するというものであります。農林水産省の財産処分の規定によるもので金額を算定いたしております。   ２目の施設管理費は９，４６８万４，０００円で、主なものとしましては、需用費で各施設に係ります光熱水費に２，６１１万２，０００円、委託料では施設維持管理委託料に２，３２９万１，０００円など、総額で５，５４４万１，０００円を計上いたしております。   次に、９ページの下段、最下段ですが、公共下水道費の施設整備費でございます。３，８３５万７，０００円を計上いたしておりますが、主なものとして、１０ページにお進みいただいて、委託料と工事請負費でございます。ともに下山グリーンハイツ地区における管渠改善のための実施設計業務と工事費、また、京都縦貫自動車道開設に伴います上豊田及び和田地内の管渠移設のための業務委託と工事といたしておるところでございます。   次に、１１ページでございますが、公共下水道の施設管理費でございます。９，９１６万２，０００円を計上いたしております。主なものは、光熱水費、施設修繕費などの需用費と委託料になります。   １２ページの３項、浄化槽市町村整備推進施設整備費には２，０６９万７，０００円を計上し、主には、工事請負費としまして、１３ページに記載の浄化槽設置工事で１，７９８万円、８基分を見込んでおります。   次に、浄化槽の施設管理費には９，０６４万３，０００円、主には委託料で町管理の浄化槽の清掃委託料及び保守点検委託料として、計８，５６２万７，０００円と見込んでおります。なお、３月末見込みの町管理浄化槽は１，１４１件として算出しているところでございます。   続いて、１４ページ、３款、公債費でございますが、元金で４億２，４６０万４，０００円、利子で１億５，３９４万８，０００円の合計５億７，８５５万２，０００円を計上いたしております。元金は、前年度と比較しますと３７５万４，０００円、０．９％の増加、利子はマイナスの７９７万７，０００円、４．９％の減となっているところでございます。   次に、歳入のご説明をさせていただきます。 
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  事項別明細書の３ページにお戻りいただきますようお願いします。   １款の分担金及び負担金の農業集落排水、公共下水道ともに新規加入分担金を１件ずつ１０５万円を見込んでおります。浄化槽の分担金は５人槽の設置５基、７人槽２基、これに荷重型の加算分を２基と見込んでおりまして、２５０万円を計上いたしております。   次に、２款、使用料で現年度分の農業集落排水使用料は８，８８６万円、林業集落排水使用料が１３９万２，０００円、４ページに移っていただきまして、簡易排水使用料は９０万円、公共下水道使用料が８，４３２万４，０００円、浄化槽使用料が５，１５４万円といたしております。使用料につきましては、１０月から従量制となりまして、１１月と１２月の使用実績から予算編成をいたしております。   ５ページの３款、国庫支出金では、浄化槽市町村整備推進事業費の国庫補助金分、８基分を見込んでおります。   次に、４款、府支出金ですが、下水道事業費府補助金は、浄化槽の府補助金として８０万５，０００円を計上いたしております。この補助金につきましては、公債費に充てるための財源として交付されるものでありまして、歳出の１３ページでございましたが、積立金として予算計上をいたしております。   次に、６款の繰入金につきましては、総額で５億３，３７２万９，０００円としておりますが、農業集落排水事業に２億１４１万３，０００円、公共下水に２億６，９８４万５，０００円、浄化槽に６，２４７万１，０００円を充当することといたしております。   ６ページにお進みくださいませ。   ７款の繰越金につきましては、先ほど歳出でご説明をさせていただきました国・府支出金等の返還金の財源８９８万円を含んでおります。市森の公共補償金が平成２３年度中に全額収納する見込みでありまして、そのうちの返還金部分のみを財源として繰越す予定でございます。   ８款の諸収入、雑入では、支障物件移設補償費としまして、昨年は市森地区がありましたが大きく今年は減じまして新たに竹野地区での府道改良工事、また、京都縦貫道の工事に係る公共補償費として１，３５５万円を計上いたしております。   最後に、９款、町債でございますが、下水道事業債は１億８，３２０万円といたしております。内訳としましては、説明書きのとおりであります。   以上、議案第１９号の説明とさせていただきます。ご審議賜りますようにどうぞよろしくお願いいたします。 ○議長（野口久之君） これより、暫時休憩をいたします。２時３０分まで。 
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休憩 午後 ２時１５分 再開 午後 ２時３０分 ○議長（野口久之君） それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。  伴田総務課長。 ○総務課長（伴田邦雄君） それでは、議案第２０号 平成２４年度京丹波町土地取得特別会計予算につきまして、補足説明を申し上げます   平成２４年度の歳入歳出予算につきましては、それぞれ２２万８，０００円とするものでございまして、平成２４年度におきましては、土地開発基金の利子を基金に積み立てるのみの予算となっております。   予算書の最後のページをご覧をいただきたいと思います。   基金への繰出金といたしまして２２万８，０００円を計上しているところでございます。なお、平成２３年度におきましては、この特別会計での債務負担となっておりました和知の才原地内の京都縦貫自動車道関連事業用地の買い戻しを行いましたために、事業費におきまして、前年度比１億３，０９２万１，０００円の減となっているところでございます。   以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長（野口久之君） 谷教育次長。 ○教育次長（谷 俊明君） それでは、議案第２１号 平成２４年度京丹波町育英資金給付事業特別会計予算について、補足説明を申し上げます。   本会計の歳入歳出予算の総額は、それぞれ３４６万４，０００円とするものでございます。   ページをめくっていただきまして、最終ページでございますが、事項別明細書の３ページ、歳入でございます。  主な歳入につきましては、財産収入に育英基金の利子４万２，０００円、繰入金といたしまして、一般会計から１７１万円、育英基金からも同額を繰り入れることといたしております。   これらを財源といたしまして、４ページの歳出でございますが、基金への積み立てに２万６，０００円、育英給付金には３４２万円を計上いたしております。本給付金はこれまで大学生や専門学校生等に年額１８万円、高校生に年額１２万円を給付してまいったところでございますが、高校生につきましては、平成２２年度からの授業料の無償化が引き続き継続されるということで、京都府の公立高校では１１万８，８００円が無償化されていることにつきまして、給付額を検討いたしました結果、平成２４年度からその給付額を半額の６万円として計上いたしたところでございます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。   以上、簡単ではございますが、議案第２１号の補足説明とさせていただきます。よろしく
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お願いをいたします。 ○議長（野口久之君） 中尾企画政策課長。 ○企画政策課長（中尾達也君） 議案第２２号 平成２４年度京丹波町町営バス運行事業特別会計予算につきまして、補足説明をさせていただきます。   平成２４年度の歳入歳出予算総額を９，１０５万円とさせていただくものでございます。予算総額で前年度と比較しまして３６８万９，０００円、４．２％の増額となっております。一時借入金につきましては、一時借入金の借り入れの最高額を１，０００万円と定めるものでございます。   先に、歳出の主なものについて、ご説明させていただきます。   事項別明細書の４ページをご覧ください。   平成２４年度のバス事業会計では、和知地区におきまして一部運行ルートを変更して路線を追加したものと、運行便数の一部見直しを行い、利便性の向上と効率化に努めてまいります。   また、新たな生活交通手段の確立に向けた住民ニーズ調査と定期券を除き、運行料金を一定期間半額とする社会実験も実施する予定としております。なお、実施期間は本年５月から半年間を予定をしております。   １款、事業費、１目、運行事業費、事業科目の運行一般事業では、路線バス１６台の運行管理経費、また、自家用バス管理事業では、自家用バス１台の運行管理経費、嘱託職員人件費事業には、嘱託職員５名分をそれぞれ計上をいたしております。   運行一般事業の主なものとしましては、７節、賃金、臨時雇用賃金には１３名分を計上しております。   １１節、需用費、消耗品費には、事務物品及びタイヤ購入代を主なものとして計上し、１３節、委託料では、バス運転手派遣委託料として瑞穂地区のスクールバスの増発分を外部に委託するものであります。   ５ページ、２款、公債費、１目、元金では、バス購入に伴い、これまでに借り入れを行いました地方債の償還元金４２０万円、２目、利子では、同じく地方債償還利子を計上しております。   次に、歳入の主なものにつきまして、ご説明させていただきます。   事項別明細書３ページをご覧ください。   １款、事業収入、１目、運行事業収入、１節、運賃収入には、一般の乗車運賃を社会実験による利用者数を勘案し、８０３万５，０００円、前年度比、１１６万円、１２．６％減と
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して計上をしております。   同じく２節、受託収入には、スクールバス運行に係ります受託収入２，１５１万５，０００円、前年比１４２万６，０００円の減、６．２％減として計上をいたしております。   次に、３款、繰入金、１節、一般会計繰入金では、バス事業運行経費に不足する額を繰入れ、収支の均衡を図るものでございます。繰入金は、前年度と比較しまして６４２万５，０００円、１１．８％の増額となっております。   次に、５款、諸収入、１目、雑入では、ＪＲ乗車券販売手数料として、瑞穂バス事務所におけるＪＲバスの乗車券販売に係る手数料を、また、施設管理協力金としまして、ＪＲ和知駅構内でふれあいハウスに係ります電気代を計上しております。   以上、議案第２２号の説明とさせていただきます。ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長（野口久之君） 伴田総務課長。 ○総務課長（伴田邦雄君） それでは、議案第２３号 平成２４年度京丹波町須知財産区特別会計予算について、ご説明申し上げます。   本会計の予算につきましては、歳入歳出それぞれ１４２万円とさせていただくものでございます。   ページをめくっていただきまして、事項別明細書の３ページをお願いをいたします。   本財産区につきましては、財産貸付収入あるいは寄附金、また、基金の繰入金を主な歳入とするものでございます。   次に、歳出の５ページでございますけれども、上段につきましては、須知地区、最下段からは竹野地区ということになっておりまして、項により地区を区分いたしまして、それぞれ先ほど申し上げました歳入を財源といたしまして、財産区管理会の運営及び財産の管理を行うというものでございます。   須知地区につきましては、９６万円。竹野地区につきましては、６ページでございますけれども、４２万５，０００円を計上しているところでございます。   以上、まことに簡単ではございますが、議案第２３号の説明とさせていただきます。   続きまして、議案第２４号でございます。平成２４年度京丹波町高原財産区特別会計予算につきまして、ご説明を申し上げます。   本会計の歳入歳出予算につきましては、それぞれ２４万５，０００円とするものでございます。これも、ページをめくっていただきまして、事項別明細書の３ページをお願いをいたします。 
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  歳入といたしましては、寄附金を主なものとして計上させていただいております。   次のページのこれらを財源といたします歳出につきましては、財産区管理会の運営、あるいは財産管理に総額２３万５，０００円の執行を予定をしているところでございます。   以上、まことに簡単ではございますが、議案第２４号の説明とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長（野口久之君）  山森瑞穂支所長。 ○瑞穂支所長（山森英二君） 議案第２５号から議案第２８号までの桧山、梅田、三ノ宮、質美の各財産区特別会計についての補足説明をさせていただきます。   初めにそれぞれの財産区における歳入といたしまして、土地貸付料、マツタケ採取権収入、基金利子などの財産収入が主な財源となっております。   また、歳出では、財産区管理会の運営及び財産管理を行うための経費や財産区各種団体への助成を中心として予算を計上いたしておるものでございます。財産区の主なものにつきましては、順次予算書の事項別明細書によりましてご説明申し上げたいと思います。   まず、議案第２５号 平成２４年度京丹波町桧山財産区特別会計予算は、予算総額を１，６００万円とするもので、前年度に比べまして９０万円、約５．３％の減額となっております。   事項別明細書、３ページをご覧いただきたいと思います。   主な収入では、財産貸付収入の土地貸付料で、ゴルフ場用地に１，３０５万８，０００円、携帯電話の無線基地用地に１５万円、京都縦貫自動車道丹波綾部道路の工事用道路用地に８３万２，０００円を計上しております。   次に、６ページの歳出でございますが、総務費、財産管理費の委託料で直営林の保育作業に３２０万円、補償補填及び賠償金で区への貸付地の貸借による補償といたしまして、三つの区に対し、計３２万８，０００円を計上しているところであります。   また、７ページの諸費では、負担金補助及び交付金で財産区各種団体への助成、また各区に対する山林高度利用に対する補助金といたしまして７２２万４，０００円を計上しているところであります。   以上、桧山財産区でございます。   続きまして、議案第２６号 平成２４年度京丹波町梅田財産区特別会計予算は、予算総額を６４０万円とするもので、前年度に比べまして６０万円、約８．６％の減額となっております。   事項別明細書の３ページの歳入では、財産貸付収入の土地貸付料といたしまして、携帯電
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話業者及び八つの区、また個人などに対しましてのもので５４６万５，０００円を計上をいたしております。また、基金繰入金といたしまして５４万１，０００円を計上いたしているところであります。   次に、５ページの歳出でございますが、総務費、財産管理費の委託料で直営林の保育作業に２５万円、６ページの補償補填及び賠償金で区への貸付金の貸借によります補償費といたしまして３１７万円、財産区内の各種団体への補助金といたしまして１１１万５，０００円を計上いたしているところであります。   以上、梅田財産区でございます。   続きまして、議案第２７号 平成２４年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計予算でございますが、予算総額を３５７万円とするもので、前年度に比べまして４３万円、約１０．８％の減額となっております。   事項別明細書の３ページの歳入では、財産貸付収入の土地貸付料といたしまして、財産区内の八つの区に対するもので６３万円を計上し、また、基金繰入金といたしまして１７０万円を計上しているものでございます。   次に、６ページの歳出でございますが、総務費の財産管理費の委託料で、財産区区有林の境界明示作業など山林管理関係の委託料に計３５万円、諸費の負担金補助及び交付金で三ノ宮地域振興会をはじめ、財産区各種団体に対しまして８０万円の補助金を計上いたしているところであります。   以上、三ノ宮財産区の補足説明でございます。   最後に、議案第２８号 平成２４年度京丹波町質美財産区特別会計予算でございますが、予算総額を３２０万円とするもので、前年度と同額となっております。   事項別明細書３ページでは、歳入で財産貸付収入の土地貸付料といたしまして、７区に対し１４１万４，０００円、２法人に対しまして１００万円を計上をいたしております。   次に、歳出の６ページですが、総務費、財産管理費の委託料で直営林の保育作業委託料に８０万円、諸費の負担金補助及び交付金で財産区各種団体への助成、また各区に対する貸付林等高度利用に対する補助金といたしまして、２５万円を計上をいたしております。   以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いをいたします。 ○議長（野口久之君） 藤田医療政策課長。 ○医療政策課長（藤田正則君） それでは、議案第２９号 平成２４年度国保京丹波町病院事業会計予算の補足説明をさせていただきます。 
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  昨年４月１日から京丹波町病院、和知診療所並びに和知歯科診療所を一体化し、公営企業会計として一年間運営を行い、また、どの医療機関でも例規で定められた診療日を一日も休診することなく、無事順調に一年間推移をしてまいりました。   それでは、予算書の順を追って、節ごとに補足説明をさせていただきます。   算出は、昨年平成２３年度の４月から１２月までの状況を参考にして、積算をいたしております。   まず、第２条、業務の予定量といたしましては、京丹波町病院は一般病床４７床とし、入院患者数を１日平均３６人、年間で１万３，１４０人を予定いたしております。外来患者数におきましては、１日当たりが病院が１２２人、質美診療所は１２人、合計１３４人として年間３万３，９２０人の外来数を予定しております。   次に、和知診療所でございますが、外来患者数を１日当たり５６人として、年間１万３，６６４人を予定しております。和知歯科診療所では、外来患者数を１日当たり２４人として、年間６，９８４人と見込んでおります。   次に、第３条の収益的収入及び支出の予定額といたしましては、京丹波町病院事業収益及び京丹波町病院事業費用ともに６億６，１００万円とするものでございます。   和知診療所事業収益及び和知診療所事業費用ともに１億４，５７０万円とするものでございます。   和知歯科診療所事業収益及び和知歯科診療所事業費用では、ともに７，１２０万円とするものでございます。   次に、第４条の資本的収入及び支出の予定額としましては、京丹波町病院資本的収入に１億６，６４４万３，０００円、京丹波町病院資本的支出が１億６，９８７万５，０００円とし、支出に対して収入が不足する額３４３万２，０００円は、過年度分損益勘定留保資金で補填することといたしております。   次に、和知診療所資本的収入に２２万９，０００円、和知診療所資本的支出に３２万９，０００円とし、支出に対して収入が不足する額１０万円は、過年度分損益勘定留保資金で補填することといたしております。   次に、和知歯科診療所資本的収入に１８１万９，０００円、和知歯科診療所資本的支出に６５６万９，０００円とし、支出に対して収入が不足する額４７５万円は、過年度分損益勘定留保資金で補填することといたしております。   めくっていただきまして、第６条の議会の議決を得なければ流用することができない経費としまして、給与費と交際費を各施設ごとに必要な経費を計上させていただいているところ
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でございます。   第８条の重要な資産の取得及び処分につきましては、京丹波町病院事業で本年内視鏡システムの医療機器購入を予定するものでございます。   以下、ページ省略いたしまして、今、申しました内容を国保京丹波町病院事業会計予算明細書で説明をさせていただきます。   １２ページのほうをおめくりください。   最初に、先ほど申しました３条の収益的収入についての説明でございますが、京丹波町病院の医業収益の入院収益につきましては、一般病床４７床で、入院基本料１３対１，１日平均患者数３６人、１日平均入院単価を２万２，０００円としまして、入院収益を２億８，９０８万円といたしております。   外来収益におきましては、質美診療所分を加えて前年度より外来患者数の見込み減により、１日平均１３４人といたしております。また、在宅医療の推進として、居宅介護支援、訪問診察、訪問看護、訪問リハビリ事業関係と合わせまして、１億８，１０１万８，０００円といたしております。前年度より１億８，４３８万２，０００円の減額となります。この主な原因は、４月からの院外処方の導入が開始されることによりまして、病院としましては一定の医薬品の保管しかしなくなりますので、１日当たりの外来診療単価が減額されることが主な原因となります。   次に、その他医業収益では、個室の使用料と公衆衛生活動収益としまして、予防接種、健診事業の収益を見込みまして、全体で４，０５０万２，０００円といたしております。医業収益全体収入といたしましては、５億１，０６０万円とし、前年度より１億７，４４０万円の減とさせていただいております。   医業外収益では、一般会計からの運営費補助金につきましては、前年度と同額の１億１，６００万円と企業債償還利子相当分２，４３０万４，０００円を計上いたしております。   府補助金として、病院からへき地診療所の和知診療所に対しまして、医師を派遣する場合にへき地医療拠点病院交付金として４５６万８，０００円、その他医業収益外収益としまして、長寿社会づくりソフト事業費交付金としまして２７５万円を見込んでおります。   医業外収益全体では１億５，０４０万円、前年度より１億６，５６０万円の減額といたしております。減額の主な要因は、旧瑞穂病院解体費用に係る減額分でございます。   次に、１３ページの和知診療所の医業収益の外来収益につきましてでございます。外来患者数の１日当たりの平均患者数は前年度より見込み減によりまして５６人と見込み、在宅医療の推進である訪問事業と合わせまして６，２４５万２，０００円を計上いたしております。
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前年度より９，９４５万３，０００円の減額となります。これは、患者数の減少と昨年８月からの和知診療所での院外処方の導入が開始されたことによりまして、診療所でも一定の医薬品しか保管しなくなりましたので、１日当たりの外来診療単価が減額されることが主な要因となります。   また、その他医業収益では、公衆衛生活動収益といたしまして、予防接種、健診事業の収益を見込みまして、全体で１，０７４万８，０００円を見込んでおります。   医業収益全体といたしましては７，３２０万円とし、前年度より９，９００万５，０００円の減とさせていただいております。   医業外収益につきましては、一般会計からの運営補助金につきまして６，７１０万円を見込み、また、へき地直営診療所運営補助の国保特別調整交付金としまして４９０万６，０００円を見込んでおります。   医業外収益全体では７，２５０万円を見込んでおります。   次に、和知歯科診療所の医業収益の外来収益につきましては、町長の施政方針にもありましたように、４月から土曜診療を開始いたします。外来患者数の１日当たりの平均患者数を２４人と見込み、年間６，９８４人とし、５，２７０万円を計上いたしております。   その他、医業収益では、公衆衛生活動収益としまして、健診事業等で１２０万円の収益を見込んでおります。   医業収益全体といたしましては５，３９０万円を見込んでおり、前年度対比３０１万５，０００円の増額見込みでございます。   次に、医業外収益につきましては、一般会計からの運営補助金につきましては１，２８８万円を、また、へき地直営診療所運営補助の国保特別調整交付金としまして３６６万円を見込んでおります。   医業外収益全体では１，７３０万円を見込んでおります。   次に、１４ページの収益的支出でございます。   まず、京丹波町病院からでございますが、医業費用におきましては、給与費では前年度に対しまして退職予定の者や看護師採用の増をした人数で算定いたしております。賃金では、主に嘱託職員と非常勤の医師、看護師に係る賃金を主なものとして見込んでおります。全体としては、前年度より１，８０３万２，０００円の減で、３億７，５３４万５，０００円を計上いたしております。材料費では、４月から院外処方を導入いたしますので、薬品費の４，０８０万円を主なものとしまして、ＳＰＤ事業を導入した診療材料費や給食材料費等も含めまして、全体で７，７１５万３，０００円を計上いたし、前年度より１億５，０１４万６，
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０００円の減でございます。経費では、病院と質美診療所合わせましてその主なものといたしましては、建物の管理に係る経費に光熱水費と修繕費を合わせて１，６０３万３，０００円、委託料では、検査委託、窓口医事業務及び医療機器保守委託業務らに８，８３２万６，０００円を計上し、経費全体で１億４，２４９万６，０００円を計上いたしております。前年度よりも１億６，１２６万７，０００円の減でございます。これは、主なものとして、旧瑞穂病院の解体費用に係る減額分になります。   １６ページの減価償却につきましては、建物、器械備品等の減価償却費３，６６９万４，０００円を見込んでおります。   医業外費用におきましては、病院事業債の償還利子２，４３０万４，０００円を主なものといたしまして、医業外費用全体で２，７１０万円を計上いたしております。   次に、和知診療所事業費用でございますが、医業費用における給与費では、医療職、事務職らの人数で算定しており、賃金では、主に嘱託職員と非常勤の医師、看護師らに係る賃金を主なものといたしております。全体としては１億１９３万１，０００円を計上いたしております。材料費では、主なものとしまして、院外処方導入に伴う経費の大幅減で８７９万円をあげております。また、平成２３年度からの病院診療所の一体化に伴い、病院同様に和知診療所におきましても、ＳＰＤ事業の導入を行いまして、診療材料等を含め、全体で１，１６８万円を計上いたし、前年度より８，０７０万円の減でございます。経費では、その主なものといたしまして、委託費では、検査委託費や窓口医事業務や医療機器保守委託に１，５１０万円計上いたし、減価償却に１２６万５，０００円とし、全体で３，０１７万９，０００円を計上いたしております。また、平成２３年度からの一体化に伴いまして、診療所にも委託事業の共同推進ができるものの導入を行い、経営改善の減額に努めております。   １９ページの医業外費用につきましては、診療所の償還利子と消費税４００万円を計上いたしております。   次に、和知歯科診療所事業費用でございます。   医業費用における給与費では、医療職、事務職らの人数で算定しており、賃金では、主に臨時医師、臨時歯科衛生士らに係る賃金を主なものといたしております。全体としては５，２１３万１，０００円を計上いたしております。経費では、その主なものといたしまして、建物の管理に係る経費に光熱水費と修繕費を合わせて２４５万６，０００円、委託費では、検査委託費や技工委託料で６３４万４，０００円を計上いたし、全体で１，４４６万４，０００円を計上いたしております。   次に、めくっていただきまして、２２ページからの先ほど冒頭に申しました４条の収益的
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収入についてでございます。資本的収入につきまして、京丹波町病院では１億６，６４４万３，０００円を計上し、その内訳として、企業償還債元金として償還が本格しております平成２８年度までは、毎年１億１，０００万円余りの元金償還が続く見込みでございます。平成２４年度は、償還元金１億１，３５１万１，０００円を計上いたしております。この償還元金につきましては、一般会計出資金より償還に充てております。補助金におきましては、府補助金として医療施設等設備整備費補助金に５，１９８万円、国保調整交付金に９５万２，０００円の補助金を計上し、５，２９３万２，０００円の補助金を予定いたしております。   和知診療所でございますが、企業債償還元金に２２万９，０００円計上いたしております。   和知歯科診療所でございますが、企業債償還元金に７６万９，０００円を計上いたし、国保調整交付金に１０５万円を計上いたしております。   次に、２３ページの４条の資本的支出でございますが、京丹波町病院では資本的支出に１億６，９８７万５，０００円を計上し、内訳として、企業債償還金に１億１，３５１万１，０００円を、建設改良費におきましては、更新の必要な医療用機器にＸ線テレビ装置、電気メス、内視鏡システム、ベッドサイドモニターを計上させていただきました。   次に、和知診療所でございますが、資本的支出に３２万９，０００円を計上いたしております。   和知歯科診療所につきましては、資本的支出に６５６万９，０００円を計上いたし、その内訳として、建設改良におきましては、更新の必要な医療用機器にチェアーユニット、口腔撮影カメラ、エアコンの更新に係る費用として５７０万円を計上いたしております。   全体の資本的収入は１億６，８４９万１，０００円、資本的支出は１億７，６７７万３，０００円といたし、支出に対して収入が不足する額８２８万２，０００円につきましては、過年度分損益勘定留保資金で補填することといたしております。   以上、簡単ではございますが、議案第２９号 平成２４年度国保京丹波町病院事業会計予算の補足説明とさせていただきます。ご審議を賜りまして、よろしくお願い申し上げます。 ○議長（野口久之君） お諮りいたします。   議案第１４号 平成２４年度京丹波町一般会計予算から議案第２９号 平成２４年度国保京丹波町病院事業会計予算までの審査については、１５人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。   これにご異議ございませんか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） ○議長（野口久之君） 異議なしと認めます。 
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  よって、議案第１４号から議案第２９号は、１５人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決しました。   暫時休憩いたします。 休憩 午後 ３時 ６分 再開 午後 ３時 ７分 ○議長（野口久之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。   お諮りいたします。   ただ今、設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、お手元に配付の予算特別委員会委員選任名簿のとおり指名したいと思います。   ご異議ございませんか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） ○議長（野口久之君） ご異議なしと認めます。   よって、予算特別委員会の委員は、お手元に配付の予算特別委員会委員選任名簿のとおり選任することに決しました。   本会議終了後に予算特別委員会をこの場において開催し、正副委員長の選任をお願いします。   以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。   よって、本日はこれをもって散会いたします。   次回は、３月８日に再開いたしますので、定刻までにご参集ください。   ご苦労さまでございました。 散会 午後 ３時０８分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。    京丹波町議会 議  長 野 口 久 之       〃   署名議員 横 山   勲       〃   署名議員 山 田   均  


